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    開  会   午前９時３０分 

議長（西 昭夫君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから令和５年３月第１回笠置町議会定例会第２日目を開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第１、議案第２３号、令和５年度笠置町一般会計予算の件を議題と

します。 

  議案の説明を求めます。参事兼総務財政課長事務取扱。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  それでは、議案第２３号、令和５年度笠置町一般会計予算について説明させていただきま

す。 

  本年度の当初予算は１５億９，６４７万円としております。令和４年度に比べまして約

１３％の増額となっております。 

  それでは、詳細の説明に移らせていただきます。 

  総務財政課からは、歳入と総務財政課所管の歳出。また、議会費について説明させていた

だきます。 

  それでは、１２ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款町税、１項町民税につきましては、個人、法人住民税を合わせまして５，０１４万

７，０００円、前年度より１２６万１，０００円の減となっております。 

  固定資産税につきましても、前年度より減額となる７，８４５万２，０００円となってお

ります。 

  ３項軽自動車税につきましては、環境性能割、種別割合わせまして４９０万１，０００円、

前年度より１９万４，０００円の増でございます。 

  ４項町たばこ税につきましては１，４２８万円で、昨年度より９６万円の増となっており

ます。 

  ２款地方譲与税、中段以下の３款利子割交付金、４款配当割交付金、５款株式等譲渡所得

割交付金、ページめくっていただきまして、６款法人事業税交付金、７款地方消費税交付金、

８款ゴルフ場利用税交付金、９款自動車取得税交付金、１０款環境性能割交付金、１１款地
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方特例交付金、こちらのそれぞれの交付金につきましては、京都府通知に基づき計上させて

いただいたものでございます。 

  １２款地方交付税につきましては、昨年度より１億６，０００万円を増額いたしまして、

８億４，０００万円としております。 

  １３款分担金及び負担金では、民生費負担金といたしまして、保育所の保育料、放課後児

童クラブの学童保育負担金といたしまして５３万３，０００円を計上しております。利用児

童の減によりまして減少となったものでございます。 

  １４款使用料及び手数料、１項使用料につきましては、運動公園の使用料等の総務使用料、

また歯科診療所や産業振興会館等の使用料、住宅使用料で、合計３７５万５，０００円を計

上しております。こちらも前年に比べまして４２万１，０００円の減となっております。 

  １６ページ、同じく２項手数料におきましては１，０７７万９，０００円を増額しており

ます。窓口等の手数料、し尿に係る手数料等の計上となっております。 

  １５款国庫支出金、１項国庫負担金につきましては２，５９１万８，０００円を計上して

おります。障害者関係の給付金事業、介護保険料の保険料軽減負担金等の計上となっており

ます。 

  同じく国庫支出金で、２項国庫補助金におきましては６，８４９万７，０００円の計上を

しております。総務費国庫補助金におきましては、マイナンバーカードの交付金等、また土

木費補助金におきましては、社会資本整備総合交付金を計上したものでございます。 

  ３項委託金におきましては、ページまたぎますけれども、戸籍等の事務委託費等を合わせ

まして１０９万円となっております。 

  続いて、１６款府支出金でございます。 

  １項府負担金につきましては２，２３９万１，０００円で、こちらも国庫と同じく障害者

の自立支援医療給付、児童手当等の負担金となっておるものでございます。 

  ２項府補助金につきましては、総務費補助金では、電源立地対策交付金やきょうと地域連

携交付金、民生費につきましては、老人福祉費補助金や社会福祉費補助金等で、総額が

１，５３６万円となっております。府補助金総額といたしましては、前年度より４２３万

９，０００円増額の３，７２５万６，０００円となるものでございます。 

  ３項委託金につきましては、選挙費、また統計調査費等で合計で７２９万円の計上となっ

ておるものでございます。 

  １７款財産収入につきましては、基金利子、また財産貸付収入３２４万２，０００円を含
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めまして合計で３２７万３，０００円とするものでございます。 

  １８款寄附金につきましては、一般寄附、指定寄附合わせまして２３７万円を計上してお

ります。令和４年度の実績見込みから計上したものでございます。 

  繰入金といたしましては、総額で１億３，３２３万２，０００円を計上しております。財

源不足の補填のために財政調整基金が１億１，３４２万円、ふるさと基金では１，３９７万

８，０００円で、いこいの館運営に係る経費を計上したものでございます。 

  続いて、２２ページをお願いいたします。 

  ２０款繰越金につきましては、当初計上といたしまして、前年度繰越金を２００万円計上

いたしております。 

  諸収入につきましては、雑入といたしまして５，３８５万３，０００円を計上しておりま

す。こちらにつきましては、消防団の退職報償金の見込額、また駅切符等の販売手数料等を

計上したものでございます。 

  町債につきましては、臨時財政対策債や総務債等含めまして総額で１億５，５２５万

３，０００円を計上したものとなっております。 

  歳入につきましては以上となります。 

  続いて、歳出のほうを説明させていただきます。２５ページをお願いいたします。 

  まず、１款議会費、１項議会費におきまして議会運営費でございます。こちらにつきまし

ては、システム保守委託料といたしまして１３２万円を計上しております。事業調書にも計

上させていただきましたが、この３月議会から議場の音響システムが改修され、それの保守

経費を議会費の中で計上させていただいたものでございます。 

  続きまして、２６ページ、２款総務費でございます。１項総務管理費の中で主要なものを

説明させていただきます。 

  一般管理費といたしましては２億５，８６８万６，０００円を計上いたしております。 

  ページめくっていただきまして、２９ページをお願いいたします。 

  電算システム管理事業といたしまして５，５９８万９，０００円を計上いたしております。

こちらにつきましては、町の基幹システムであります電算システムの改修、保守等の経費を

計上したものでございます。 

  その２つ下でございますけれども、個人情報保護事業といたしまして５７３万

７，０００円を計上しております。こちらは、本年度、個人情報保護法が改正されましたこ

とに伴いまして、安全管理措置等の策定を委託するものでございます。 
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  続きまして、３１ページをお願いいたします。 

  文書広報費で７７６万７，０００円を計上しておりますが、そのうちのホームページ管理

事業といたしまして６０３万５，０００円を計上いたしております。現在使っておりますホ

ームページを改修し、いろいろな機能を付加させるために改修するもので、作成業務委託料

といたしまして４１４万７，０００円、またＬＩＮＥシステムを活用することからシステム

使用料として１３２万円を計上いたしております。 

  続きまして、３２ページをお願いいたします。 

  財産管理費といたしまして１，７１３万４，０００円を計上いたしております。こちらの

経費につきましては、庁舎管理、公用車管理、運動公園の管理事業等を計上したものでござ

います。 

  続きまして、３７ページをお願いいたします。 

  防災諸費でございます。こちらにつきましては、前年度より６，５８８万６，０００円増

額の７，３５７万４，０００円となっております。令和５年度におきまして防災行政無線の

操作卓を更新するものでございます。この経費が６，８４２万円となっております。内容と

いたしましては、様々なメディアとの連携、また経年によりまして修理等に対応できないと

ころもございますので、緊急性を鑑みまして、令和５年度で改修するものでございます。 

  飛びまして、７３ページをお願いいたします。 

  こちら８款消防費でございます。常備消防費につきましては、相楽中部消防組合の負担金

でございます。 

  非常備消防費につきましては、先日の議会で承認いただきました消防団員の報酬等の増額

等によりまして、昨年度より９１万４，０００円増額となったもので、非常備消防費といた

しましては９８３万８，０００円となっているものでございます。 

  続きまして、７４ページ、９款教育費でございます。こちらの経費につきましては、相楽

東部広域連合への負担金、また町が管理しております文化財保護といたしまして、国有地の

管理清掃、六角堂跡清掃管理費等で計上したものでございます。 

  １０款公債費につきましては、元金、利子等含みまして１億４，０９０万８，０００円を

計上しております。令和５年度の償還の金額を計上したものでございます。 

  なお、人件費につきましては省略させていただきましたが、資料につきましては、ページ

８４ページ以降に人件費といたしまして給与費明細をつけております。現在の職員をベース

といたしまして、議員等、特別職も含めまして計上させていただいております。 
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  総務財政課所管のものにつきましては以上です。 

議長（西 昭夫君） 総務財政課企画政策室長。 

総務財政課企画政策室長（草水英行君） 失礼いたします。 

  私のほうから、企画政策室所管の歳出予算について御説明をさせていただきます。 

  予算書の３５ページを御覧ください。 

  ２款総務費、６目企画費の続きのページでございます。中ほどに関西本線利用促進等事業

ということで１３３万９，０００円を計上させていただいております。主なものにつきまし

ては、公共交通計画に基づき広域バスを走らせておりますＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地

域公共交通活性化協議会負担金といたしまして１２９万８，０００円を計上しております。 

  続きまして、３６ページを御覧ください。 

  伊賀城和定住自立圏事業といたしまして、旅費としまして３，０００円をお願いしており

ます。本室は定住自立圏推進協議会の幹事会を所管しておりますので、会議の際の旅費を見

ております。 

  続きまして、相楽東部未来づくり推進事業でございます。こちらのうち相楽東部「ひと・

企業」誘致促進協議会負担金といたしまして９５万円を計上させていただいております。 

  次に、総合計画推進事業でございます。定例会初日に御承認いただきました行政改革推進

委員会の委員報酬といたしまして１１万円を計上しております。その他、旅費等を含めまし

て２３万８，０００円をお願いしているところでございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

議長（西 昭夫君） 税住民課長。 

税住民課長（石原千明君） 税住民課が所管します主な事業について説明いたします。 

  ３８ページを御覧ください。 

  ２項徴税費、１目税務総務費、税務総務一般事務におきまして６４万１，０００円を計上

しております。主なものとして、国税を電子データで送信するためのシステム対応保守委託

として３６万５，０００円のほか、各種協議会の負担金を計上しております。 

  京都地方税機構事業といたしまして３３３万７，０００円のうち、共同で行っているシス

テムや人件費等の負担金として３２８万６，０００円を計上しております。 

  ２目賦課徴収費におきましては、賦課徴収事務として３６９万６，０００円のうち主なも

のとして、不動産鑑定委託料１７４万２，０００円、給与支払報告データ入力委託料４４万

円を計上しております。 
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  ３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳事務におきまして

１，５０１万５，０００円を計上しております。主なものとしまして、令和元年度に戸籍事

務にマイナンバー制度が導入されたことによる戸籍システムに係る経費で、委託料といたし

まして９７１万１，０００円、使用料として２５９万５，０００円を計上しております。 

  ４０ページ、マイナンバーカード交付事業といたしまして８万３，０００円を計上してお

ります。 

  以上で税住民課が所管いたします歳出について説明を終わります。 

議長（西 昭夫君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） それでは、保健福祉課が所管いたします歳出予算につきまして

主な事業説明をさせていただきます。 

  ４３ページをお願いいたします。 

  ４３ページ下段、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費では、対前年

２８５万１，０００円減の１億４，６８２万７，０００円を計上いたしております。 

  次のページをお願いいたします。 

  主なものといたしまして、社会福祉協議会補助事業として１，２７２万４，０００円を計

上いたしております。内容につきましては、老人クラブや身体障害者協議会に関する業務の

委託に係る費用や社会福祉協議会が行う閉じ籠もり予防や見守り活動など、福祉事業に関す

る費用などを計上させていただいております。 

  障害者福祉事業では１８万８，０００円を計上いたしております。主なものといたしまし

ては、障害のある方に対してのタクシー料金の一部を助成する福祉タクシー事業として

１１万４，０００円を計上しております。 

  続きまして、４５ページでございます。 

  福祉医療費で８４１万６，０００円を計上いたしております。内容につきましては、障害

のある方に対する医療費の助成として７０３万３，０００円、ひとり親家庭の医療費の助成

として３２万４，０００円、子育て世帯に対する医療費の助成として１０５万８，０００円

を計上させていただいております。 

  続きまして、４６ページをお願いいたします。 

  障害者自立支援給付事業では３，７８８万６，０００円を計上いたしております。放課後

児童デイに関わる費用として、障害児入所給付事業で６７３万４，０００円、これにつきま

しては利用者１名増に伴います前年度３３６万６，０００円の増額となっております。また、



９ 

居宅介護など各種の福祉サービスに関わる費用として、障害者自立支援給付事業で

３，１１５万２，０００円を計上させていただいております。 

  ４７ページでございます。 

  地域生活支援事業では４２５万６，０００円を計上させていただいております。主な内容

といたしまして、障害のある方やその家族からの相談支援に関する費用、それから補聴器な

ど日常生活用具の助成に関する費用や、療育教室に関わる費用を計上いたしております。 

  なお、療育教室に関わる費用でございますが、令和５年度におきまして施設の修繕工事を

実施するということで、前年度と比べまして１６４万５，０００円の増額の１８６万円とな

っております。 

  中段の障害福祉計画策定事業では２１７万７，０００円を計上いたしております。これに

つきましては、相楽東部３町村の障害者施策の基本的な方向性を示します笠置町・和束町・

南山城村障がい者基本計画及び障害福祉サービス、地域生活支援事業等に関する年度ごとの

計画と、その確保のための方策を定める笠置町・和束町・南山城村障がい福祉計画・障がい

児福祉計画を策定する費用として２１７万７，０００円を計上しております。 

  ５１ページをお願いいたします。 

  ４目老人福祉費でございます。対前年１６４万円減の１億７１０万９，０００円を計上さ

せていただいております。 

  高齢者福祉事業として７７８万３，０００円を計上いたしております。主なものといたし

ましては、在宅の要介護者を介護されている方に激励金を支給する費用として、介護者激励

金支給事業として４０万円を、外出困難な方の医療機関まで送迎する費用として、外出支援

サービス事業で１８９万８，０００円、敬老会を行う費用として敬老会事業で１００万

１，０００円を計上いたしております。 

  また、繰出金事業では、介護保険特別会計と後期高齢者医療特別会計への繰出金として合

わせて９，１０１万３，０００円を計上させていただいております。 

  ５２ページをお願いいたします。 

  福祉医療事業で５５８万５，０００円を計上いたしております。内容につきましては、

６５歳から６９歳の方や、障害のある高齢者の方に対する医療費の助成でございます。 

  それから、介護保険事業計画策定事業では２７２万８，０００円を計上させていただいて

おります。令和４年度からの継続事業の２年目ということで、第１０次高齢者福祉計画並び

に第９期介護保険事業計画の策定の費用として計上させていただいております。 



１０ 

  下段、５目老人福祉施設費でございます。対前年１８１万２，０００円減の２，９７７万

７，０００円を計上させていただいております。 

  ５３ページ中段でございます。 

  老人福祉施設費では、主につむぎてらすの維持管理や地域包括支援センターの運営に関わ

る費用となっております。あわせて、老人福祉施設費で６４７万８，０００円を計上させて

いただいております。主なものとしては、介護予防事業で閉じ籠もり予防事業などに関する

費用として３４万３，０００円を計上させていただいております。 

  ５４ページをお願いいたします。 

  ５４ページでは、つむぎてらす運営事業では、つむぎてらすの運営に関する費用として

２３６万８，０００円を計上いたしております。 

  続いて、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費でございます。対前年３９１万

３，０００円増の１，８７３万１，０００円を計上させていただいております。 

  ５５ページをお願いいたします。 

  児童福祉事業では１，２７７万８，０００円を計上いたしております。主なものといたし

ましては、放課後児童クラブ運営に関する費用として４０４万６，０００円、それからひと

り親家庭に手当を支給する費用で９万８，０００円、児童手当の支給に関する費用として

５４２万１，０００円を計上しております。また、子ども・子育て支援計画策定事業に関わ

る費用として２６６万８，０００円を計上いたしております。これにつきましては、令和

５年、６年の２か年で策定を予定しております。笠置町の将来を担う子供たちを応援するた

めの笠置未来っ子応援事業に関わる費用として５４万５，０００円を計上いたしております。

これにつきましては、出産時、それから小学校入学時、中学校入学、また高等学校入学時に

給付金を支給するものでございます。 

  児童公園維持管理事業では、児童公園に関わる維持管理費用として８４万７，０００円を

計上させていただいております。 

  続きまして、５６ページをお願いいたします。 

  結婚・子育て応援住宅総合支援事業では、新婚世帯や子育て世帯に対して住宅の購入やリ

フォームの助成に関する費用として２０５万円を計上させていただいております。 

  続きまして、２目保育園費でございます。対前年１０２万３，０００円増の４，２６９万

円を計上いたしております。保育園費につきましては、保育士の人件費を含めた保育所の運

営に関する費用となっております。 



１１ 

  ５７ページ、保育所事業として保育所の運営に関する費用で８００万円を計上いたしてお

ります。内容は、保育所の維持管理に関する費用や保育教材、給食に関する費用などを計上

いたしております。なお、令和５年度におきましては９名の入所を見込んでおります。 

  なお、令和５年度におきまして施設修繕工事費として外構工事に関する費用で２００万円、

また家型の遊具の購入費用として備品購入費で６０万円等を計上させていただいております。 

  続いて、５８ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費では、保健福祉課が所管する事業とし

ては、保健業務全般に関わる費用として、保健業務では４９万５，０００円を計上させてい

ただいております。 

  ５９ページ下段、２目予防費でございます。対前年８４万１，０００円増の１，０３１万

９，０００円を計上させていただいております。 

  健康増進事業として５９３万２，０００円。内容といたしましては、健康診査や各種がん

検診、結核検診に関する費用、また生活習慣病を予防するための運動を行う健康教育や、各

地域で実施する健康相談に関する費用などを計上させていただいております。 

  また、予防接種として２８７万２，０００円を計上いたしております。高齢者や乳幼児に

対して行う予防接種や風疹の予防接種費などを計上いたしております。 

  ６０ページをお願いいたします。 

  母子保健事業として１３７万７，０００円を計上いたしております。内容といたしまして

は、乳幼児に対する健診で２４万円を、妊産婦に対する健診費用で７４万７，０００円を計

上いたしております。また、令和４年３月補正で可決いただいた中の出産・子育て応援交付

金事業として、令和５年度分として２５万４，０００円を計上いたしております。 

  定住自立圏事業として１３万８，０００円を計上いたしております。内容といたしまして

は、救急相談ダイヤル２４の笠置町の分担金として１３万８，０００円を計上いたしており

ます。 

  ６１ページをお願いいたします。 

  ３目診療所費でございます。対前年６７２万５，０００円増の１，６１６万４，０００円

を計上させていただいております。 

  笠置歯科診療所事業では、経年劣化しておるレントゲンの購入費として６８０万円を計上

いたしております。また、山城病院組合や相楽休日応急診療所の分担金を計上いたしており

ます。 



１２ 

  ４目介護保険費では、山城病院組合の保健事業分の分担金として１５６万７，０００円を

計上いたしております。 

  以上で保健福祉課が所管いたします歳出予算について説明を終わらせていただきます。 

議長（西 昭夫君） 税住民課長より発言の申出がありましたので、これを許します。税住民

課長。 

税住民課長（石原千明君） 失礼いたします。 

  先ほど税住民課が所管いたします主な事業について説明させていただきましたが、総務費

のみの説明になっておりましたので、引き続き説明をさせていただきます。 

  ４６ページを御覧ください。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、戦没者追悼事業におきまして１５万

６，０００円を計上いたしております。 

  繰出金事業といたしまして１，２３４万４，０００円を計上しております。こちらは国民

健康保険特別会計繰出金に相当するものでございます。 

  続きまして、６２ページを御覧ください。 

  ４款衛生費、２項清掃費、１目塵芥処理費、塵芥処理事業におきまして８５万

４，０００円を計上しております。主なものといたしまして、ごみ袋販売委託料２８万

８，０００円、不法投棄見廻・ごみ処理作業委託料２４万円。 

  広域行政事業におきまして、相楽東部広域連合分担金（衛生分）といたしまして

３，６１０万３，０００円を計上しております。 

  ２目し尿処理費におきまして、し尿処理事業１，００８万３，０００円を計上し、主なも

のはし尿汲取業務負担金で９９３万円となっております。 

  合併処理推進事業では２６７万７，０００円を計上し、主なものといたしまして、合併処

理推進事業といたしまして、５人槽１基、７人槽２基、単独浄化槽の撤去費１基のほか、汲

取槽の撤去費２基、宅内配管の工事費３基の２６６万円を計上しております。 

  続きまして、広域行政事業といたしまして、相楽広域行政組合負担金（し尿処理）分とし

まして１，９４７万円を計上しております。 

  以上で税住民課が所管いたします説明を終わらせていただきます。 

議長（西 昭夫君） 商工観光課長。 

商工観光課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  商工観光課が所管いたします歳出予算につきまして主なものを御説明させていただきます。 



１３ 

  予算書の２９ページを御覧ください。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の中でございます。２９ページの一番下の

段でございます。循環バス運営事業では、会計年度任用職員の人件費やバス２台分の維持管

理費などで１，３２７万１，０００円を計上しております。 

  次のページをお願いいたします。 

  地域公共交通再編事業でございます。本事業につきましては、令和５年度に予定しており

ますデマンド交通の実証実験に係る費用でございます。総額で３２９万３，０００円を計上

しております。 

  ２目文書広報費の中では、笠置テレビ運営事業といたしまして、笠置テレビ運営に関わり

ます設備の保守点検や維持管理等に関する費用、またケーブルテレビの利用料金の補助等の

経費といたしまして１７２万２，０００円を計上しております。 

  続きまして、３３ページをお願いいたします。 

  ６目企画費の中で、ＪＲ笠置駅切符等販売事業でございます。この事業につきましては、

笠置駅の無人化対策といたしまして、会計年度任用職員の人件費、また今年度につきまして

は、待合空間の電気配線の修繕などの費用といたしまして６４０万５，０００円を計上して

おります。 

  ３４ページをお願いいたします。 

  笠置いこいの館管理運営事業でございます。この事業につきましては、いこいの館の管理

運営に係る費用といたしまして、会計年度任用職員の人件費や各種設備の保守等の費用とい

たしまして１，５５９万円を計上しております。 

  続きまして、３５ページをお願いいたします。 

  交流施設等管理事業でございます。交流施設等管理事業につきましては、それぞれの交流

施設の光熱水費、また浄化槽等の設備の維持管理に係る費用、また土地の賃借料等の費用と

いたしまして総額で１４２万６，０００円を計上しております。 

  次に、移住促進事業でございます。空き家バンクに登録いただいた空き家の家財道具の撤

去、また改修に係ります経費の補助金といたしまして６２０万円を計上しております。 

  その下の広域行政事業につきましては、相楽広域行政組合負担金（消費生活）分といたし

まして２０１万４，０００円を計上しております。 

  ３６ページをお願いいたします。 

  中段のふるさと納税事業でございます。本事業につきましては、ふるさと納税に関します



１４ 

返礼品の費用、またふるさと納税の業務の委託に関する費用といたしまして１１２万

９，０００円を計上しております。 

  次に、６６ページをお願いいたします。 

  ６款商工費、１項商工費、１目商工総務費では、旅費の計上、４，０００円となっており

ます。 

  ２目商工振興費では５６８万４，０００円計上しております。主なものといたしましては、

商工会への補助金やＷＥＢ商店街のシステム保守等になっております。 

  ３目観光費につきましては５，５４１万円を計上しております。その中の観光事業につき

ましては、フォトコンテストに関する費用。また、印刷製本費ではパンフレットの作成に関

する費用。また、各イベント事業補助金につきましては、コロナ以前に実施しておりました

春夏秋冬それぞれのイベントに関する費用といたしまして７８０万円を計上しております。

また、各イベントそれぞれに実行委員会を組織するということとなりましたので、４つの実

行委員会の事務局をまとめて運営してもらうための委託料といたしまして６０万円を計上し

ております。観光事業全体といたしましては１，２２８万６，０００円を計上しているとこ

ろでございます。 

  次に、観光施設管理事業でございます。本事業につきましては、京都府から委託を受けて

おります東海自然歩道や自然公園などの維持管理に関する費用でございます。６３３万

４，０００円を計上しております。 

  ６８ページをお願いいたします。 

  桜保全等事業につきましては、桜の周りの除草や施肥、桜の維持管理、植栽等に関する費

用といたしまして１８９万円を計上しております。 

  その下の河川空間活用事業につきましては、現在取り組んでおります河川のオープン化に

関する費用でございまして、キャンプ場利用者、また住民の方に対するアンケート調査やチ

ラシの作成等に係る費用といたしまして３７万円を計上しております。 

  最後に、４目産業振興会館費では１，９１１万５，０００円を計上しております。会計年

度任用職員の人件費や設備の維持管理に関する費用。また、今年度につきましては、施設改

修工事といたしまして、多目的トイレの改修費用といたしまして１６２万円。総額で

１，９１１万５，０００円を計上しております。 

  商工観光課が所管いたします歳出予算につきましては、以上でございます。 

議長（西 昭夫君） 建設産業課長。 



１５ 

建設産業課長（福島 学君） 失礼いたします。 

  建設産業課が所管いたします歳出予算につきまして、主要な事業等について御説明させて

いただきます。 

  ３２、３３ページをお願いいたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、５目財産管理費、建設産業課分の１３節使用料及び賃借料

で、町道後谷線の退避スペースの借地料を計上させていただいております。 

  次に、飛びまして、６１ページをお願いいたします。 

  一番下の段、４款衛生費、１項保健衛生費、５目環境衛生費、２７節繰出金において、対

前年比約３．２％増額の簡易水道特別会計繰出金３，３９８万９，０００円をお願いさせて

いただいております。 

  次に、６３ページをお願いいたします。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、農業委員会事業でございます。 

  １節報酬で、農業委員さんの報酬等９８万４，０００円、ほか農業委員会だよりの印刷代、

委託料で農地情報管理システム保守など合計１５７万９，０００円を計上させていただいて

おります。 

  次のページ、３目農業振興費は、１８節負担金、補助及び交付金で、農業再生協議会への

補助金等において１１万３，０００円を計上させていただいております。 

  次の４目農地費につきましては、農地災害復旧事業に関する積算システム使用料などで

３１万６，０００円を計上させていただいております。 

  次の６５ページ、５款農林水産業費、２項林業費、２目林業振興費では、有害鳥獣対策事

業として有害鳥獣捕獲委託料で６４万円、有害鳥獣の捕獲事業を猟友会さんに委託し、被害

軽減に努めるものや、有害鳥獣捕獲対策協議会への補助金として１５万１，０００円、協議

会が国庫補助を受けて実施する事業において協議会負担分を町が補助するものでございます。 

  次に、森林対策事業でございます。負担金、補助及び交付金で、森林整備事業としまして

２００万円を計上させていただいております。豊かな森を育てる市町村交付金を活用して実

施する森林整備に関する補助金でございます。 

  次に、森林環境基金事業でございます。森林環境譲与税の譲与に伴い見込額としまして、

令和４年度同額並びに利子分で３８４万８，０００円を基金への積立てとして計上させてい

ただいております。 

  続きまして、森林経営管理事業といたしまして、令和４年度に実施しました意向調査に基
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づき集積計画の作成並びに森林整備等に３４０万円を計上させていただいております。さき

の森林環境基金を活用して事業を行うものでございます。 

  続いて、３目林道維持費でございます。委託料につきましては、林道４路線の路面並びに

側溝清掃委託で５００万円。工事請負費におきましては、林道の一部路肩の崩壊の復旧費用

としまして３００万円を計上させていただいております。 

  ページ変わりまして、６９ページをお願いいたします。 

  ７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、道路管理事業でございます。主要なもの

としましては、使用料及び賃借料において、京都府土木工事設計積算システムの保守を含め

た使用料や、土木営繕資材単価データ使用料等として１９５万３，０００円。負担金、補助

においては、国道１６３号整備促進協議会や京都府道路協会等への負担金として２１万

６，０００円を計上させていただいております。この各種協議会において、国道１６３号の

改良など国等へ要望しておるところでございます。 

  次に、７０ページ下段、２項道路橋梁費、２目道路維持費でございます。委託料におきま

しては、道路管理システムの保守委託に３３万円、草刈り業務の委託料としまして町道有市

柳生線の除草を飛鳥路区さんに委託、また町道切山線においては切山区さんに委託するもの

で、各１５万円ずつ計上させていただいております。 

  工事請負費では２，７３５万２，０００円を計上させていただいておりまして、主な内容

につきましては、国の社会資本整備総合交付金等を活用して実施する道路法面修繕工事や道

路維持修繕工事等を予定しております。 

  交通安全事業としまして交付金を活用し、有市柳生線の路肩の崩壊のおそれのある箇所、

また根台１号線水路蓋掛けによる通学路、歩行区間確保の交通安全対策工事に合わせまして

９６０万円を計上させていただいております。 

  続きまして、７１ページ、３目道路新設改良費でございます。 

  １２節委託料で３２０万円を計上しております。継続して行っております町道笠置山線の

境界標埋設業務及び笠置有市線配水管官民確定業務を予定しております。 

  工事請負費におきましては、笠置山線改良工事といたしまして、交通安全施設、照明１基

を計画しております。 

  続きまして、４目橋梁維持費をお願いいたします。橋梁維持事業の主要なものとしまして

は、工事請負費におきまして、交付金のつき具合にもよりますが、町内３橋梁の橋梁維持補

修工事として７，２００万円を計上させていただいております。 
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  次に、下の段の３項河川費、１目河川総務費につきましては、負担金、補助及び交付金で、

府砂防・治水・防災協会等に６万９，０００円を計上させていただいており、加盟する団体

を通じて、砂防・治水事業に対する全国要望等を行うものでございます。 

  続きまして、２目河川改良費でございます。委託料では、不動谷川の除草委託事業としま

して１５万円を計上、工事請負費では河川のしゅんせつ等の工事に３８４万円を計上させて

いただいております。 

  次に、７２ページ、７款土木費、４項住宅費をお願いいたします。 

  ２目住宅管理費でございます。需用費におきましては、修繕料や消耗品等で６７万

８，０００円、役務費で修繕に係る大工さんの作業手数料やハウスクリーニング等合わせま

して１１８万９，０００円を計上しております。 

  委託料では、町営住宅長寿命化計画に基づき、また交付金を活用して有市住宅２棟の耐震

診断設計業務で１，４４０万円を計上しております。 

  使用料及び賃借料では、積算システム建築用の使用料や機械借上料として７５万

７，０００円、工事請負費では町内公営住宅３か所の敷地内の除草や側溝清掃等の維持修繕

工事に４５０万円、長寿命化計画に沿った交付金を活用したバリアフリー工事に

１，８００万円を計上させていただいております。 

  最後に、７５ページ下段から７６ページにかけてでございます。 

  １２款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋梁災害復旧費で、役務費や

使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費において、災害時に速やかに応急復旧できる費用

としまして、合わせまして３２４万５，０００円をお願いさせていただいております。 

  以上で建設産業課が所管いたします歳出予算の説明を終わらせていただきます。 

議長（西 昭夫君） 人権啓発課長。 

人権啓発課長（石川久仁洋君） 人権啓発課が所管します歳出につきまして説明させていただ

きます。 

  予算書の４７ページを御覧ください。 

  ３款民生費、社会福祉費、社会福祉総務費、右側下段より、人権擁護事業としまして、予

算額４万４，０００円を計上しております。主な内容としましては、人権擁護委員の活動に

関わります職員旅費、城南人権擁護委員協議会負担金などが主な経費となっております。 

  次に、予算書４８ページを御覧ください。 

  同じく３款民生費、社会福祉費、社会福祉総務費、右側中段より、人権問題啓発事業とし
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まして、予算額は５５万７，０００円を計上しています。内容としましては、１２月に開催

します人権学習公開講座の講師料を報償費として３５万円、街頭啓発で配布される啓発物品

が需用費消耗品として２０万７，０００円を計上しています。 

  次に、人権啓発活動地方委託事業として予算額は１９万２，０００円を計上しています。

この事業は、法務局からの委託による人権啓発委託事業でありまして、保育園児や小学生が

育てた花を老人世帯に配付する人権の花運動等を実施しておりまして、消耗品で４万

１，０００円を、また町民から募集いたしました人権標語等によりカレンダーを作成してお

りまして、印刷製本費で１５万１，０００円を計上しております。 

  次に、同じく４８ページ下段から４９ページにかけてでございます。 

  民生費、社会福祉費、社会福祉施設費になります。４８ページの右側下段より、隣保館運

営事業で６８９万４，０００円を計上しております。 

  初めに、隣保館運営事業は、隣保館運営等事業費補助金の対象となる経費をこの事業に集

約しておりまして、３６３万５，０００円を計上しております。主な経費といたしましては、

会計年度任用職員の報酬として２０６万４，０００円、電気代等需用費、光熱費を７９万

２，０００円などとなっております。 

  次に、隣保館デイサービス事業としましては、高齢者福祉の増進や自立支援、閉じ籠もり

防止などを目的に事業を実施しておりまして、２８３万９，０００円を計上しております。

主な経費といたしましては、会計年度任用職員の報酬で１９４万円、また令和５年度に電位

治療器ヘルストロンの更新を予定しておりまして、使用料及び賃借料で２台分のレンタル代

として１５万９，０００円を計上しております。 

  次に、４９ページ下段より５０ページ上段にかけまして、人権啓発事業でございます。 

  人権啓発事業では１３８万４，０００円を計上しております。主な内容としましては、各

種人権啓発集会への参加等旅費に２１万８，０００円、人権啓発協議会などへの負担金と研

修事業参加費、解放文化祭の補助金など、負担金、補助及び交付金で１０６万９，０００円

を計上しています。 

  同じく５０ページ上段より、地域交流活性化支援事業では１４９万５，０００円を計上し

ています。内容としましては、地域交流事業としまして陶芸教室を実施しておりまして、講

師謝金や材料費などを計上しております。 

  課題対応型支援事業は給食サービスを実施しており、事業費として１２４万３，０００円

を計上しております。内容としましては、調理員の報酬に６３万８，０００円、食材費等の
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食糧費に４５万１，０００円などが主な経費となっております。 

  最後に、中段より、笠置会館管理事業として１３５万５，０００円を計上しています。笠

置会館の施設としての維持管理に関わる経費として、事務消耗品や修繕等の需用費関係で計

５６万９，０００円、通信運搬費では電話代とＣＡＴＶ利用料としまして２１万

５，０００円を計上しています。そのほか浄化槽管理などが主な経費となっております。 

  以上、人権啓発課が所管します歳出予算の説明を終わります。 

議長（西 昭夫君） これより休憩します。 

休  憩   午前１０時３１分 

再  開   午前１０時４５分 

議長（西 昭夫君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  これから質疑を行います。 

  なお、議案第２３号の質疑につきましては、歳入全体を一区切り、歳出については１款ご

とに区切って質疑を行います。質疑の回数は、一区切りごとに１人３回までですので、申し

添えます。 

  まず、歳入の質疑を行います。質疑ありませんか。７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  まず、１５ページの１２款地方交付税のうち普通交付税につきましては、前年度と比較し

て１億６，０００万円の大幅な増額となっております。 

  また、ページ２１ページの１９款繰入金、基金繰入金では、前年度比７，８５４万

７，０００円の減額となっております。 

  どうしてこのような予算を組まれたのか御説明願いたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  今の由本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  地方交付税につきましては、本年度増額されて交付されました。前段の見込みといたしま

して、令和５年度につきましても増額交付されるというふうな連絡もあったところでござい

ますので、今年度の見込み等を勘案して８億４，０００万円、普通交付税につきましては

７億円を計上させていただきました。 

  繰入金につきましては、財源補填をするための経費としております。交付税の増額交付が

見込まれるために、財政調整基金といたしましては、前年度より少ない金額で計上させてい
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ただくことができました。 

  令和４年度でもそうでしたが、今年度につきましても、令和３年度の決算につきましても、

財政調整基金を繰り入れることなく財政運営ができたということもありまして、令和５年度

につきましても、最終まで分かりませんけれども、できるだけほかの財源を充当できるよう

なことを考えて、最終的には繰入金ももう少し減らせたらというふうに考えております。以

上です。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  普通交付税につきましては、ちゃんと算式があって、それに基づいて額が確定すると思う

んです。それが増額になったというのは、ちょっと私は理解できないんですけれども、また

今後の補正予算に対応できるのかということがかなり不安に思っております。財政の柔軟性、

弾力性が失われるのではないかというような心配をしておりますので、またその点、よろし

くお願いをしたいと思います。 

  次に、ページ１２ページの町たばこ税が前年度比９６万円の増額。 

  また、ページ１４ページの６款法人事業税交付金が１５６万９，０００円の増額。 

  ７款地方消費税交付金が１７４万６，０００円の増額。 

  ８款のゴルフ場利用税交付金が１４３万８，０００円の増額となっております。 

  これらいずれも京都府から通知によるものだと思うんですが、今後、財政運営にとって重

要なものかと思いますので、やはりある程度の分析が必要かと思いますが、そのあたりの分

析とかどうなっているのかお聞きしたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 答弁、誰ですか。税住民課長。 

税住民課長（石原千明君） １２ページの町たばこ税につきまして御説明させていただきます。 

  令和２年度と令和３年度を比較しまして、調定額が９．４％増加しておりました。それの

見込みによりまして、令和４年度見込みを３．４％増加すると見込み計算させていただいた

のがこちらの金額になっております。以上です。 

議長（西 昭夫君） ほかの項目については。答弁は誰ですか。総務財政課担当課長。 

総務財政課担当課長（森本貴代君） 失礼いたします。 

  由本議員がおっしゃいますように、京都府からの通知によりまして、国のほうで来年度の

上昇率というのを今年度の交付の見込額、これもまだ３月の末にならないと、この４年度の

見込額というのも３月の末にならないと確定はされないものではございますが、こちらのほ
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うで試算いたしまして、国からの通知の上昇率を掛けて積算させていただいております。 

  この国の上昇率といいましても、京都府全体での上昇率になりますので、笠置町としてど

れだけの上昇率があるのかというのも確定された数字ではございませんので、毎年確定され

た数字とばらつきがあるかもしれません。由本議員がおっしゃいますように、もう少し勉強

させていただいて、分析をしていくことも必要かなというふうに考えております。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  京都府からの通知によるもので、なかなか把握等はできないと思いますが、今申し上げた

項目全部増額となっておりますので、今後のまた財政運営のほうに十分注意していただきた

いと思います。 

  それと、次、２１ページの１８款の寄附金ですが、一般寄附金で前年度比６９万円の減額、

指定寄附金で８４万円の減額となっておりますが、その理由についてお聞かせ願いたいと思

います。 

議長（西 昭夫君） 商工観光課長。 

商工観光課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  由本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  寄附金につきましては、ふるさと納税の分で計上させていただいておりまして、今年度の

令和４年度の実績、当初予算要求時の実績に基づいて、令和５年度の当初予算を計上させて

いただいております。４年度につきましては、３年度より実績が減っておりますので、こう

いった形で、一般寄附金につきましては６９万円、指定寄附金につきましては８４万円の減

というような形で予算計上させていただいたところでございます。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ほかに質疑はありませんか。５番、坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  １５ページの総務使用料で交流施設使用料があるんですけれども、これは収支おうてんの

やろうかと思って、これ入ってくるお金はこれですけれども、町から使っている経費もある

と思うんですけれども、この使用料だけで賄っていけるような事業なのかどうか。それ賄え

ていないのやったらどう考えてるのか。 

  先ほどもありましたけれども、ふるさと納税、基金にも積み立てていると思うんですけれ

ども、どういった今年度、議論がされてきたのか。お金の使い道について何度ぐらい協議が

あったのか。何のために収入として得ようとしているのか説明願いたいです。 
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議長（西 昭夫君） 商工観光課長。 

商工観光課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  ただいまの坂本議員の御質問でございます。 

  まず、歳入の１５ページの使用料、交流施設使用料でございますが、歳入といたしまして

は２万３，０００円を実績に基づきまして計上させていただいているところでございます。 

  対しまして、先ほどもおっしゃっていただきました、それに対する交流施設の管理事業に

つきましては、今年度で１４２万６，０００円の予算の計上となっております。 

  おっしゃっていただきましたように、全く収支がかなりかけ離れているというような状況

になっております。これは以前から議員さんのほうからもいろいろと活用方法を考えないと

いけないということで御指摘いただいておるところでございますけれども、なかなかうまく

活用ができていないという実状でございます。どういった中で活用できるのかということを

しっかり考えていかないといけないと思っておりますけれども、なかなか実行できていない

というところでございます。申し訳ございません。 

  あとふるさと納税の使い道の議論でございますけれども、これは庁内全体でやっていくこ

となのかなということで考えておりますけれども、私が所管する中では、使い道に対する議

論というのはできていなかったというところでございます。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ５番、坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  交流施設ですね、もともと建てた、投資した理由ってあるはずなんですよ。地方創生が元

気やったときですかね、この辺のハード整備が進んだのは。それってそもそも何でこういう

ものを造っていこうかという時代の流れがあったと思うんですけれども、そこで前町長のと

きにされて、町長が代わって、経費は１４０万円少し出ていますが、入として２万幾らかと。

１４０万円ぐらいがうちのまちの赤字として毎年積み重ねていると。町長、この現状に対し

てなぜ何も手立てをされないのか理由をお聞かせいただきたい。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの坂本議員の御質問でございます。 

  今、この対策について考えておるのは、ほかの事業も含めてですが、ホームページを更新

することによって、住民の方も含めていろいろな形で広報をやっていけるのかなというふう

に考えています。 

  サテライトワークスペースのほうについては、写真を更新するいうことで、トイレだとか
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執務関係の写真は更新しておるところです。定住プラザについては、あまり宣伝といいます

か、出ておりませんので、定住プラザ、それからお試し住宅については、移住・定住のパッ

ケージというものをこさえて、そこで広報の上にアップしていこうかなというふうに考えて

いるところでございます。 

  十分な活用ができていないという御指摘ですが、考えていきたいと思っています。現状、

大変厳しい状態になっているのは承知していますので、申し訳ないというふうに感じており

ます。以上です。 

議長（西 昭夫君） 町長、これからしようというのはいいんですけれども、考え方を述べら

れるのはいいんですけれども、質問の意図としては、なぜ今までしていなかったんかという

ことですよね。なぜ今までしていなかったかという質問の趣旨です。町長。 

町長（中 淳志君） 活用方法について今までどのようなことをしてきたのかというようなお

話でございます。交流スペースについて農泊での利用であるとか、そういう検討もされてお

ったようですし、サテライトワークスペースに関しては、先ほど申し上げましたように、ホ

ームページを更新したんですが、十分な利用がないというような現状でございます。 

  移住・定住プラザにつきましては、現在、移住・定住者に関しての相談窓口ということで

活用しておりますが、使用料としてはお金が入ってきていないという状況でございます。 

  全体的に御利用が低迷やということで、これはこれでまたいろいろな問題が出てきており

ますので、どうした形での使用というのは考えられるのかということについては、関係機関

とも相談させてもらった上で進めてきたところですけれども、実績としてこうした形での使

用料が上がっていないというのが実態でございます。以上です。 

議長（西 昭夫君） ５番、坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  ちゃんと答えてほしいんですよ。僕が思っているのは、あそこをハード整備して投資した。

そのことというのは、町長になろうと思われた方なら、こう使いたいとか、こう使えるとか、

うちの町には何が必要だと思って町長選挙に出られると思うんです。３年間それがほったら

かしやと僕は感じていますし、その間にも経費は使われているわけですよね、支出が。それ

で町長は、今現状何もできていない。いろいろな問題が起きているとおっしゃった。じゃ、

その問題に対してどう愚直に取り組んだかはしゃべれないとおかしいと思うんですよ。何も

せんでも１４０万円のマイナスを生んでいるわけですよね。それに対して経営者が何も思っ

ていない。まだいろいろ問題があるんです。でも、僕ら政治家と呼ばれる職業は、最初４年
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で次の試験が来るわけですよ。４年の間に何かせなあかんねんけど、まだいろいろ問題があ

る。何が問題なのかも答えてほしいですし、御自身は何度そこに足を向けられて、どんな構

想を練られて、どんな夢を見られたのか。そういう話ができるのが僕は政治家だと思ってい

るんですよ。ぜひそのあたりはお聞きしたいんですよ。 

  ふるさと納税についても、いろいろな自治体でうちの町はこれに特化して支出していく。

皆さんにもらった寄附金は、こういうふうな町の次の豊かさを生むみたいなことに使われた

りするんですよね。亀岡市やったら子供に対して使う。宇治田原も子供に対して使うと、町

長が公言されていると。じゃ、うちの町はいろいろな方に寄附をもらっているが、何に使う

かも示せない。それもらう必要あるんですかって僕思うんですよ。欲しいもんないのに貯金

するやついますか。老後のためですかと。じゃ、笠置の老後はどうなるんですかとお聞きし

たい。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの坂本議員の御質問でございます。 

  何回見に行ってきたんやというようなことも今お話されていたので、私のほうからもこの

質問に対してお答えさせていただきたいと思います。 

  サテライトワークスペースに関しましては、内部の状況、また外部、外回りの清掃状況

等々、何回も見に行って確認をしてきて、問題があれば、担当課と話をしてという形で見に

行っておりました。 

  お試し住宅、私のところの家の近所ですので、雑草がどうなっとんのかというようなこと

とか、破損状況どのようになっとるのかというようなことも何度か、多分五、六回以上見に

行っていると思うんですが、それは確認させてもらっています。 

  どうした形で利用していったらいいのか。このお試し住宅については、ちょっと悩ましい

ところで、まだ修理もせなあかんのかなというようなところも出てまいりましたので、そう

いうことも考えた上で、最終的に移住・定住の形でどういうふうなことができるのかという

のをパッケージ化して広報していくしかないのかなというふうに考えております。 

  現実問題、御利用がほとんどないというのは非常に残念でありますけれども、このことに

ついてもいろいろなところと相談しながら活用を進めていきたいというふうに考えています。 

  移住・定住プラザについては、今現在、別の使い方をしてきましたので、ここを拠点にし

て移住・定住の相談窓口にしようという形での利用を今しておるところです。これがこのま

まいつまで続けられるか、また別の問題ですけれども、活用についてはまたほかの方法も含
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めて考えていかなあかんのかなというふうに今思っております。以上です。 

  もう１点、ふるさと納税の使い道でございます。この使い道については、本来の寄附を頂

いている趣旨に沿った使い道というのを考えないかんのですが、どうした形で使うのかとい

うことについて、例えば子育てに使うというような形での特化というのも考えられると思い

ます。ちょっとこのふるさと納税の財源の充て方について、私のほう、全部全て把握してい

るわけではないので、ちょっと確認したいと思います。ちょっと待ってください。 

  すみません、ふるさと納税の使い道、ちょっと財源充てているのがございますので、参事

のほうから説明させていただきたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） ただいまの坂本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  ふるさと納税の関係なんですけれども、令和５年度におきまして笠置未来っ子応援事業と

いうのをさせていただきます。予算の説明でもさせていただいたように、出産の折には５万

円を、また小学校入学、中学校入学、高校入学に対しては、お一人当たり３万円を給付させ

ていただきます。その財源といたしまして、今年度、ふるさと納税を活用させていただくと

いうふうになっております。以上です。 

議長（西 昭夫君） 参事も発言されますか。参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  ふるさと納税の充当につきましては、先ほど保健福祉課長のほうも説明ありました。それ

以外につきましては、桜の保全事業に活用させていただいております。 

  御質問にありましたように何に充当していくのか、庁内での議論はというところにつきま

しては、予算のヒアリングの際に充当する事業につきまして検討したというところで、庁内

全体でこういう事業に充当したらという協議までには至っておりません。 

  今後につきましては、目的、子供の子育てに関することに対しましての寄附であったりと

か、老人福祉であったりとかというところもございますので、できるだけ、ためるだけでは

なくて活用できる事業に充てていきたいというふうには考えております。以上です。 

議長（西 昭夫君） 町長、坂本議員の最初の質問の趣旨、サテライトオフィス等の問題、問

題があったんやったら、どう対処した。さらにどういう問題が明らかになったかというよう

な趣旨の質問やったと思うんですね。問題は列挙されたと思うんですが、どう取り組んだと

か、それによってどういうことがなったとかというのが抜けていると思うんですが。町長。 

町長（中 淳志君） まず、サテライトワークスペースについて、コロナ対応ができていない
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ということで、何らかの形でのつい立てというか、こういうパネルみたいなものを設置する

ということを指示しておるんですが、ただ、パソコン使うような形での施設なので、横から

見られないようなパネルを設置してくださいと。そのパネルを設置した上で、その写真をき

ちんとホームページにアップしてくださいと。情報が横から見られないような、そういうよ

うな施設にしないといけませんということで、それをしたのと、それからトイレ等々の写真

をアップしてくださいと。とにかく田舎なので、トイレとかがどういうふうになっているの

か、大事なことやと思ったので、そのことについて写真を撮ってホームページにアップされ

ております。これによってある程度きちんと対応できるような施設になっているということ

で御利用が増えればいいのかなというふうに考えていましたけれども、実質上、企業さんの

利用というのはあまりなかった、見られなかったということでございます。現状はそういう

ことでございます。 

  お試し交流スペースについても、屋根瓦が落ちていたりしたので、その辺の修理はいたし

ました。中に残っていたようなものも片づけられております。ただ、長いこと人が入ってい

ないということで、掃除がちょっとできていないのかなというふうに思いますが、簡単に掃

除した上で写真をきちんと撮って、移住・定住のための政策というパッケージをきちんと立

ち上げていきたいと思っております。なかなか交流スペースという形での御利用がないとい

うのは残念ではありますけれども、この辺はもうちょっとしっかり活用できるような形での

体制を取るべきやったかなというふうに思います。 

  定住プラザでの説明なんかも、そこでされているはずなんですが、実態として御利用がな

かったということでございます。以上です。 

議長（西 昭夫君） ５番、坂本議員。 

５番（坂本英人君） 議長、４問目になるんですが、お許しいただきたいと。 

議長（西 昭夫君） 許可します。 

５番（坂本英人君） 僕、ちょっと残念やなと思うんですよ。予算、来年度提出今してくれは

って、町長は、最終的にこの当初予算に対して、最終、最後の判こを押してくださっている

と。これで１年間頑張るぞと。そういう思いで僕やったらするなと思うんですよ。 

  今、ふるさと納税、町長は内訳分からんとおっしゃいましたよね。でも、保健福祉課はこ

ういう使い方しますと。参事はそれを御存じやと。組織として大丈夫なんと不安に思うんで

すよ。 

  歳入見て、この交流で２万何がししか稼げていないと。２万３，０００円ですよ。でも、
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支出は１４０万円出ていると。これを御自身、町長になられて３年間ずっとこれやられてき

たわけですよね。歳入はもっとあったのかもしれないし、減っているのかもしれないし、前

年度は。その中で、僕が、なられた当初、これ何回も言うてますけれども、一般質問にて町

長が僕におっしゃってくれはった言葉があって、坂本議員、政策議論しようとおっしゃって

くださったんですよ、僕に。でも、今、３年を経て、町長から政策というものを僕は聞いた

ことがないように思う。足向けてそこに行ったら、こんなことができるんちゃうか。こんな

喜びあるんちゃうか。町の人にはこんなことが還元できる。そういうどきどきわくわくする

ようなことを思いついていかないといけないのが、僕は、笠置のリーダーの仕事やと思って

いるんですよ。それに対して各課が、じゃ、こんなことやっている町があるよ。こんなこと

やっている村があるよ。そんな議論が行政の中で起きて、それに対してうちの予算はこうい

うふうにつけたと。議員さん一緒に夢見てくれませんか。そういう話になってくるのが僕は

当初予算やと思っているんですよ。でも、歳入の時点で、これを重く思っていないんじゃな

いのって、明らかに収支でマイナスなわけですよ。その事業を３年間やってきたけれども、

今まだいろいろな問題があるとおっしゃっている。何で課題解決せえへんのやって、一日も

早く。うちの町は財源裕福なんですか。その傍らで、何百万円って積み立てといて使い方も

分からへんておかしいんですよ。なぜそういうことに町長として気づけず、予算がつけられ

るのか。ほんまに１回真剣に答弁してください。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの坂本議員の御質問でございます。 

  まず、交流施設についていろいろなことを考えておって、行政の中でもこの話は何度かし

てきたわけです。なぜサテライトワークスペースが使われないのかと。いろいろな問題、原

因があるかと思います。立地の問題でありますとか、駐車場の問題でありますとか、いろい

ろな問題があって、有効活用、どういうふうにしたらできるのかと、どういうふうな形にし

たら御利用していただけるのかというような話もございます。 

  ただ、積極的に使ってくださいというような形で誰に相談したらいいのかというようなこ

とも含めて考えたんですが、実際に御利用される方がほとんどいないというのが状況でして、

これはまた何らかの形での改善が必要なので、移住・定住の企業等々のパッケージ化を進め

てホームページにアップしようというふうに今考えているところでございます。そのための

予算というものを今年つけさせていただきました。御承認いただければ、ホームページ、で

きるだけ早いうちに立ち上げさせてもらいまして、その中でいろいろな政策パッケージを提
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示していくというのが必要なんかなというふうに思っています。 

  とにかくいろいろなことを考えてみたけれども、利用には結びつかなかったということで、

大変申し訳なく思います。以上です。 

（「全然質問の答えになっていない。いろいろなことを考えているんやったら、

いろいろな政策言ってくれたらいいですやん」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） 町長、質問の趣旨と答弁がかみ合っていないように思いますが、それで

いいですか。 

（「いろいろなことを考えたとか、いろいろな課題があるとか、じゃ、言ったら

いいねんて。言えへんのやったら、考えていないということですやん」と言う

者あり） 

議長（西 昭夫君） 町長、質問の趣旨は理解されていますか。 

町長（中 淳志君） はい。 

議長（西 昭夫君） 今の答弁で答えられたということでいいですか。町長。 

町長（中 淳志君） こうした交流施設についてどういうような利活用ができるのかというよ

うなことをいろいろ検討してみて、いろいろなことを試してみましたけれども、いろいろな

ことをしたんや、何をしたんやとまたここで言われると思うので、また説明させてもらいま

すが、先ほども言いましたように、サテライトワークスペースに関しては、きちんと活用で

きるような、そうした施設にきちんとせなあかんということで若干予算もつけて、中の改修

も行い、ホームページにもアップするというようなことをしましたけれども、実質上利用が

伸びるということはほとんどなかったと。若干の利用者さんおられましたけれども、継続的

に利用されるということもなかったと。原因もある程度分かるんですが、立地上の問題等々

は解決できないので、じゃ、どうしたらええのかということで、まず利用そのものについて

の宣伝が不十分なんかなというふうに思っているので、このことについては今年度、ホーム

ページを立ち上げることによって解消していこうかなというふうには考えております。 

  お試し交流スペースについては、ほぼほぼ内装も含めて宣伝ができておりませんでした。

今までの利用もイレギュラーな利用が基本で、きちんと交流スペース、お試し住宅としての

利用ができていなかったという実態があります。農泊に使うとか何かそんな話もいろいろあ

ったのは聞いていますけれども、これは移住・定住のためのいわゆるお試し住宅なので、笠

置に移住したいということで来られた方が試しに住んでみようかというような形での施設だ

というふうになっておりますので、その辺のことも、こういう施設があるんですよというこ
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とについても、きちんと宣伝せなあかんのかなというふうに感じています。そういうことが

できていなかったことについては大変申し訳ない。 

  ただ、お試し住宅については、移住・定住の相談があったときにこういう施設もあります

よというような形での紹介をされとったわけですけれども、御利用者がなかったということ

でございます。こうしたことも含めて、移住・定住のための取組というのを一つの枠の中で

考えていきたいなというふうに思っています。十分な活用ができていなかったことについて

は大変申し訳なく思っています。以上です。 

議長（西 昭夫君） ５番、坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

議長（西 昭夫君） ５回目を許可します。 

５番（坂本英人君） すみません。 

議長（西 昭夫君） すみません、できるだけ分かりやすく簡潔にお願いします。 

５番（坂本英人君） 端的にお聞きします。今、町長、僕が質問すると、ちょっとややこしく

なるかもしれませんので、町長の答弁に対してちょっとお聞きしたいんですよね。簡単に言

いますね。 

  ホームページ、今度、支出で使うと、町長今おっしゃっていると。これ投資ですよね、町

全体の投資と。それに移住も伸びるとおっしゃっていますが、それは大体どれぐらいの経費

がかかるか、四百何がしという数字は出ていますけれども、どれぐらいのスパンで回収でき

るのと。交流スペース使ったらお金入りますよね。例えばこの４００万円のうち２００万円

返ってきたらいいと思ってんねんと。これ普通に事業するときにありますよね、支出と収支

と考えはると思うんですよ。この出費をしたら、どれぐらいの見込みでこの利用率が伸びて、

幾らの金額目指さはんのかなと。町長はそのために今このホームページを作るとおっしゃい

ましたよね。分かりますかね、この質問で。数字で予算のときにもんではるのかどうか。目

標を持ってこの事業をやらはるのか。これ答えられへんかったら、今の質問の答えうそです

からね。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（中 淳志君） ホームページについての御質問に今ちょっと変わっています。ホームペ

ージに投資をさせていただくということで予算計上させていただいています。その結果、ど

のような形での利用が増えるのかということについて計算できたのかという御質問でよろし

いですね。やと思うんですが、実際のところなかなかホームページにきちんと移住・定住の
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仕組み、いろいろな制度、そういうものを整備した上でアップしていくというような形での

活用を考えております。実際問題、どの程度の利用が増えてというような直接的な計算でき

ておりません。 

  ホームページについては、投資して、現在、住民の方にもスマホでの対応等々で教室も開

いておりますし、今のところ、ごめんなさい、ホームページの検索についても、現在のパソ

コンに対応したホームページの組み立て方というのが時代遅れになっておるということで、

スマホに対応したような形での検索しやすい中身が見やすい、そうした改修をしようと思っ

ています。それがどうした投資効果があるのかということになるんですが、これは交流スペ

ース等々の運営そのものについて、これだけについてどれだけの投資効果があったのかとい

う数字を出すというのは、なかなか難しいのかなというふうに思います。 

  ただ、こういうふうな政策をしています。こういうふうな施設がありますということをま

ずはいろいろな方に見ていただけるような形でのホームページの設計になっておりますので、

その点は御了解いただきたいなというふうに思います。以上です。 

（「議長、すみません、いいですか。いいですか。僕の質問に答えていただきた

い。僕は、ホームページの事業を説明してくれと言ったんじゃないんですよ。

高収益を伸ばすのにホームページを更新したら伸びるんやという表現をされて

いるわけですよね。それやったら、どういう考え方を持ってそれをやろうと思

ったのか答えられないといけないんじゃないんですかというような質問をした

と思うんですよ。支出に対しての質問をしたんじゃないんですよ。町長になら

れて、今回４年目入る」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） 暫時休憩します。 

休  憩   午前１１時２６分 

再  開   午後 １時００分 

議長（西 昭夫君） 休憩前に引き続き議会を再開します。 

  町長に申し上げます。質問に対しては、趣旨に沿った答弁を簡潔にお願いします。冗長に

ならないようにしてください。申し上げます。 

  それでは、歳入について質疑を再開します。ほかに質疑はありませんか。６番、田中議員。 

６番（田中良三君） ６番、田中です。 

  各種イベント事業補助金で７８０万円、さくらまつり３０万円、夏まつり花火大会

３５０万円、もみじまつり１００万円…… 



３１ 

議長（西 昭夫君） 田中議員、歳入のほうです。 

６番（田中良三君） 歳出。 

議長（西 昭夫君） 歳入のほうです、今は。 

（「入やから、今、歳入やから、次のとき」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） 歳入についてほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） これで歳入の質疑を終わります。 

  次に、歳出の質疑に入ります。 

  まずは、１款議会費の質疑を行います。質疑ありませんか。３番、大倉議員。 

３番（大倉 博君） ５１ページの鉄道助成の関係…… 

議長（西 昭夫君） ３番、大倉議員、議会費の質疑です。 

３番（大倉 博君） 歳出は。 

議長（西 昭夫君） １款ずつなので、今は議会費の質疑です。 

３番（大倉 博君） はい。 

議長（西 昭夫君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） これで議会費の質疑を終わります。 

  次に、２款総務費の質疑を行います。質疑はありませんか。５番、坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  総務課の起業人の予算が今年度入っているのか。入っているのであれば、何名分入ってい

るのかお聞きしたいなと思っております。来年度も起業人に働いてもらうとするならば、今

年度の実績はどういったものだったのか。来年度、人が増えるのであれば、なぜ増えるのか。 

議長（西 昭夫君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  坂本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  歳出におきましては、３７ページ上段で地域活性化起業人事業といたしまして

１，９８０万円分を組んでおります。内訳といたしましては、３名分の企業に対する負担金

と起業人の活動についてお一人当たり１００万円というところで３００万円の経費を計上し

ております。うちのほうで企業から派遣いただく方に携わっていただく事業については、

１名はＤＸの推進、もう１名は観光事業、もう１名も交流人口の拡大いうことで広域観光等
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に携わっていただく予定としております。 

  本年度、令和４年度につきましては、１名の方は令和４年度に新規で１名行っていただき

ましたので、１名の方は継続となります。あと２名の方を募集し、２つの企業から締め切っ

たところ申出をいただきましたので、その方にそれぞれの事業を担っていただく予定として

おります。 

  実績といたしましては、令和３年度から引き続き観光誘客等に携わっていただいたことも

ございますので、引き続きその事業といたしましては、それを継続した中で引き継いでいた

だきたいと思っております。 

  ＤＸの推進ということに従事いただく企業さんにつきましては、町のほうの商工のほうに

ありましたＷＥＢ商店街に関わっていただく。また、町のガバメントクラウド等、専門的な

知識をお持ちの方に来ていただき指導いただく、国との連携の中で、今、検証事業をやって

いることにも関わっていただきたいというふうに思っております。広域観光に携わっていた

だいている方についても、引き続き他の自治体との連携なり、それから町長に言っていただ

いておりましたそれぞれの町内の観光スポット等の講評といいますか、ホームページへのア

ップ等も携わっていただく予定としております。以上です。 

議長（西 昭夫君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） すみません。 

  実績につきましてですが、継続して来ていただく方につきましては、６月からというとこ

ろで、町内の写真等いろいろ撮っていただきながらホームページの更新等も行っていただい

ているところです。その作業が済みましたら、定住自立圏も含めました広域的な相楽の他の

自治体との観光を担っていただくというふうに考えております。 

  実績という、こういう活動をしたというものに至っておりませんが、今年度、令和４年度

のそういった作業の進捗もありまして、引き続いていただきたいと思っております。 

  観光誘客に携わっていただく方については、企業さんについては、昨年度は違うポジショ

ンで会計年度任用職員という形で来ていただきましたが、今後の活動等も考えまして、起業

人という形で改めて募集をしたものでございます。 

  実績といたしましては、コロナのこともございまして、なかなか事業の開催等には至らな

かったものもございますけれども、令和５年度以降につきましては、これからの予算にも出

てきますけれども、各種イベントに携わっていただいて、誘客のほうに取り組んでいただき

たいというふうに考えております。以上です。 
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議長（西 昭夫君） ５番、坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  実績がはっきり言えへんのに、来年度も必要やというのは、僕はちょっと、経費が経費な

んで弱いなと思うんですよ。その辺ははっきりやはり自信を持って使う責任をここで論じれ

なあかんと思うんですよ。 

  もうお一方に関して言えば、３年、１度、起業人でおられて、１年空いたらまた雇用それ

でできんのかと。それって法の抜け穴なんか何なんか、総務省では３年区切りで終わります

よね。それをまた再度、１年我慢してもらったら、また来れますよって、無限ループみたい

な収入の得方ができるように思うねんけど、それはコンプラ的に問題がないのか。法令的に

問題がないのかということを一つ聞きたいのと、次に、ホームページの作成業務について予

算組まれていますけれども、今まで作成してきたホームページはどのように運営、運用され

ているのか。当時、幾らぐらいかけてそのホームページは作成されたのか。ホームページを

新しくするメリットは、何がどう変わるのかお聞かせください。 

議長（西 昭夫君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  さっきの坂本議員の御質問お答えさせていただきます。総務省のほうの要綱には、１年、

同一企業からの派遣を受ける場合には、１年間空けるというところがありました。企業が変

われば、もちろんそれも必要ないというところですけれども、同一企業の場合はそういう規

定がありまして、いずれにしても、今回の場合につきましては、内容としては適合している

というふうに思っております。 

  それから、すみません、ホームページのほうですけれども、前回は１０年以上前に更新を

したものでございます。もともとあったホームページのほうから職員の操作ができるもの、

それからホームページ自体の見た目の更新、バナーの増設というふうなものだったと記憶し

ております。 

  今回につきましては、町長のほうからもありましたが、検索のしにくいホームページやと

いうところの御指摘は以前からあったというところもございまして、閲覧いただく方により

分かりやすい行政のホームページにしようということで、今、更新をするものでございます。 

  また、今回につきましては、ホームページにアクセスいただくということだけではなく、

登録していただいた方、ＬＩＮＥ機能を活用いたしまして、プッシュ型でお知らせできると

いうふうにも考えておりますので、より町の情報をお知らせすることができるのではないか
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というふうに考えております。 

  今のホームページ、職員のほうも更新ができるように操作しておりますが、なかなか操作

が難しい点もございまして、全ての職員が触れるというものではございません。そういうと

ころの研修も行いまして、誰でも更新ができる、古い情報から更新していくというふうなこ

とを目標といたしまして、そういうことも考えております。 

  午前のところにもございましたが、これをすることによりまして、いろいろな町の情報発

信、行政情報を発信できたらというふうに考えております。古い情報、それから載っていな

い情報等も精査した中で、新たな閲覧していただきやすい、スマホのほうにも対応できるよ

うなホームページに変えたいというところで計上させていただいたものでございます。以上

です。 

（「抜けてる」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） 実績の部分。 

（「幾らかけて、どうやって運用」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  すみません、御質問、答弁できておりませんでした。申し訳ありませんでした。 

  １０年以上前で、ちょっとその当時の金額、たしか２５０万円程度だったかというふうに

記憶しております。 

  現在の運用といたしましては、職員が更新する分につきましては、できる者がその課に所

属している職員の中でしていたり、ホームページのそういう作業に慣れている職員のほうが

担っているというところもございます。今回は、全ての職員の誰でも自分の業務として更新

できるようなものにしたいというふうに考えております。 

（「質問が多分理解してもらっていなくて」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） ５番、坂本議員。もう１回分かりやすく質問をお願いします。 

５番（坂本英人君） ホームページって、うちの笠置町のホームページのほかにも、地方創生

のときにホームページ作られていますよね、石の国のホームページ。あれも町のホームペー

ジじゃないですか。あれがどこに行ったか全く分からない。今どうやって活用されているの

か。あれの経費を聞きたいのと、何でそんなホームページにばかり金使っているのと言いた

いんですよ、だから。何個持つんみたいな。どういう使い方をするというのをもうちょっと

具体的に教えてほしいわけですよ。４００何がしのお金を投資するわけですから、もうちょ
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っと詳しく答弁願いたいんですよ。石の国がどうなっているのか。 

議長（西 昭夫君） 商工観光課長。 

商工観光課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  ただいまの坂本議員の御質問でございますが、石の国のホームページに関しまして、年間

の費用といたしましては、サーバーの管理委託等で４万６，０００円となっております。 

  更新等でございますが、以前もお話出ていたかと思いますけれども、なかなか更新ができ

ていない状況でございまして、新たにこういった何かアップしたとか、そういったところは

私の把握している範囲ではございません。石の国に関しましては以上でございます。 

  申し訳ございません。制作費用に関しましては、ちょっと私把握できておりませんので、

また後ほど御報告させていただきます。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ５番、坂本議員。 

５番（坂本英人君） 当初予算って、来年度、町をどうやって運営、運用していくかの予算で

すよね。これに対してはっきり説明できひんというのは、行政として僕はおかしいと思うん

ですよ。だから、先ほど実績あまり見えませんけど、人を使うとか、このホームページが更

新されるようになって、住民さんは、それこそ今、若い子やったら小学生からスマホを持つ。

お年寄りもスマホを使っている方もおられる。この人みんなフォローできるんです。うち、

広告媒体どんだけあんのという話になるじゃないですか。ましてや、石の国ってあまりお安

くなかったはずなんですよ、作った当初。それ活用できていないのに、今またホームページ

にお金突っ込むと。これ僕、ちょっと理解できないんですよ。 

  だから、新しいことをやるのはいいことやと思うんですけれども、今までほったらかしに

してきたやつはどこへ行くのと思うんですよ。観光のＰＲやとか、先ほど町長は、そのサテ

ライトオフィスとかの見え方変えますみたいな話をしているけれども、町内の人にはこうい

うサービスが打てて、町外の人にはこういうサービスが打てる。だから、うちの町はこうよ

くなっていくんや、だから、インターネット上のインフラをこうやって整備しなあかんとき

に来ましたという話ができないと意味が分からないんですよ、この予算の使われ方が。 

  実際、あのときＪＴＢさんにお願いをして、かなりのお金をかけて石の国というホームペ

ージ、あれ格好いいホームページでしたよ。ええもん作っても使えていない現状をどうやっ

て反省しているの。そこまでやはり自分ら遡って話をしないと、説得力ないじゃないですか。

先に投資しているんですよ。もうそれは終わった話やから忘れてみたいな話にはならんじゃ

ないですか。そういうことを丁寧に説明できてこそ、新しい事業の信憑性が出ると思うんで



３６ 

すよ。その辺の話が一切聞こえてこうへん。 

  先ほどの話やったら、起業人の方が写真を撮る。それホームページ更新する。その人はホ

ームページ更新できるんやって思っちゃうんですよ。でも、みんな職員はできひん、何でな

んて思う。分かりますか。いきなり去年の６月に来た人にホームページは触れるが、ずっと

何年も働いている職員はホームページが触れない。でも、今回４００万円突っ込んだら、そ

れが解消できる。それが高いんか安いかってどう判断したらええねんてなるんですよ。写真

撮ってホームページに上げる人に年間幾ら使ってんねんと。３人雇うごとに１，９８０万円。

安くはないじゃないですか。そういうことが多過ぎる予算なんですよ。不思議やなと思うん

です。その辺きちんと答弁してほしいんですよ、分かりやすく。ホームページを作ったらど

うよくなるのか。実績はぼちぼちやけど、来年度もその人に人件費を投資するのは何でなん

か。分かりやすく納得できるように説明してほしいです。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの坂本議員の御質問でございます。 

  まず、なぜこの時期にホームページの更新をするのかということでございますが、情報発

信力の強化ということで、一つは、住民さんに行政が今どういうふうなことをやっているの

か、どういうことがあったのかというようなことの情報発信力を強化したいと。これは同時

に、住民の方に対してスマホ教室を今実施しております。スマホの使い方、どうやったら検

索できるのかというようなことも含めてスマホ教室をやっているわけですが、送り手側がで

きるだけ情報をアクセスしやすいように変更していくということと、受け手側、住民の方が

その情報にアクセスしやすいようにしていただくということでの相互利用ということを考え

ています。 

  それから、対外的にどういうことを考えているのかということになりますと、いろいろな

行政情報の中で町外の方が求められておるような情報、例えば子育ての情報でありますとか、

観光の情報、また移住・定住関係の情報等々求めておられるような情報ございますので、そ

れが伝わりやすいような形でのホームページの再構築ということでございます。今まであっ

た情報が全部消えるということではございません。 

  それから、観光行政に携わっていただいている今の起業人さん、かなり写真を撮っていた

だいて、クレジットといいますか、キャプションもつけていただいているんですが、ただ、

桜の時期には来られておられなかったので、これから桜の時期の写真も撮ってもらった上で、

新しいホームページの中で情報についてはアップしてもらおうというふうに考えています。
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かなり勉強もしていただいていますので、町内のことをかなり御理解いただけたと思います。

桜の写真はありませんと言うてはりましたけれども、６月からなので、桜の写真はまだござ

いません。 

  いろいろな形でホームページ更新して、町内外に情報を発信していく、きちんとお知らせ

するというのは大事なことやと思っていますので、今回、ホームページの更新についていろ

いろ相談しながら予算措置させていただきました。以上です。 

（「ほんまにむちゃくちゃやって。石の国は一切していません」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） そこはないですか。ほかに質疑はありませんか。３番、大倉議員。 

３番（大倉 博君） ５１ページの鉄道補助の関係、真ん中ほどに、今年は…… 

議長（西 昭夫君） 大倉議員、１款ずついっているので、今は総務費です。 

  ほかにありませんか。７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  ３１ページの３目の財政管理費の基金管理事業で６７９万２，０００円が計上されていま

すが、前年度と比較いたしまして２８７万１，０００円の増となっております。その内容に

ついて御説明お願いいたします。 

議長（西 昭夫君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  由本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  財政管理事業といたしまして基金積立てを行う部分なんですけれども、一番下、電源立地

地域対策整備基金というものを４４０万円計上しております。これにつきましては、電源地

域であります本町の昨年度、令和４年度、３年度と少し以前までは、地域の周辺整備に充当

しておりましたが、ここ数年は人件費に充当しておりました。 

  高度情報ネットワークの整備を行うときに基金を積立てし整備した経緯もございまして、

京都府のほうにも相談させていただき、今度、水道事業ではございますが、給水車の更新が

必要となってきております。電源地域というところもございますので、その基金を３年間積

み立てた後、給水車のほうの購入に充てたいということで積立てをさせていただいたもので

ございます。こちらのほうで基金の積立額が増加したものとなっております。以上です。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  ３４ページの６目の企画費の笠置いこいの館管理運営事業で１，５５９万円、前年度と比
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較しますと６０６万６，０００円の減額となっております。その理由として、土日、祝日を

基本的に閉館とし、勤務時間を縮小し、報酬や職員手当の経費を削減するという説明がござ

いました。 

  私は、平日も基本的に閉館をしてはという問いに対しましては、社会福祉協議会が入って

いるから閉館はできないというような答弁をされております。社会福祉協議会をいこいの館

にとどめられたのは町長です。そのためにこの１，５００万円もの貴重なお金がなくなると

いうことになります。そのあたりの詳しい説明、御意見をお聞かせ願いたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの由本議員の御質問でございます。 

  いこいの館の管理事業の中には、社協さんもございますが、伊左治さんのデイサービスも

入っております。閉めるわけにいかないということですので、一定の管理料については、閉

館しても支払っていかないと後々大変なことになりかねないので、保守点検等の経費という

のは必要になってくるかと思います。 

  一応いこいの館については開館しているという状態でございますので、そのための人件費

等々の計上も予算措置させていただいております。内容については、予算書にございますよ

うに総額で１，５５９万円という内容になっております。以上です。 

議長（西 昭夫君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  今、由本議員の質問、町長答弁いたしましたが、補足させていただきます。 

  当初、早朝の時間帯だけ職員のほう開館作業、それからデイサービスとの連絡事項等もご

ざいますので、二、三時間の勤務だけを想定して、それ以降、１０時以降につきましては不

在という形を取ってはという案もございました。ただ、消防設備、万一の対応というところ

も考えまして、平日だけではございますけれども、終日職員が詰めるというふうに変更させ

ていただいたものでございます。 

  閉館というか、平日も職員不在、会計年度任用職員の不在ということを検討している段階

では、かなりの経費、人件費のほうも下がったところでございます。電話の転送等も担当課、

所管課のほうではいろいろと検討していただきましたが、最終的には安全面、施設の緊急時

の対応等も考えまして、１人常駐させるというふうに変更したものでございます。経費につ

きましては、その分増額となりましたが、運営上必要なものであるというところで御了解い

ただけたらと思います。以上です。 



３９ 

議長（西 昭夫君） 由本議員、いいですか。 

  ほかに質疑はありませんか。１番、向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  今のいこいの館の関係ですけれども、当初、以前のときは、温泉業務としては閉館してい

るということで、ただ、ボイラーのことであったりとか、一定維持をしなければ悪くなるの

ではないかということで、一定管理のものを要るのではないかと、そういう説明を受けてき

たわけですけれども、実際、以前見させていただきましたら、浴槽は荒れた状態といいます

か、お風呂場のほうは荒れた状態になっていまして、清掃も行き届いていなかったというこ

とがあるみたいなんですが、これでは入れている意味がないんじゃないかと。 

  それから、デイサービスもあるということなんですが、デイサービスの場合、例えばこれ

だけの費用をかけるのであれば、エアコンの関係で言えば、そちらに電気供給の何か設備を

造るとかのほうが、財政的には少なくて済むんじゃないかとか、そういう検討もあり得ると

思うんですが、そのあたり具体的にはどこまで検討されて、必要というふうに言われました

けれども、今の答弁だけでは必要性についてどうやって具体的に検討されたのかが十分分か

りませんでしたので、答弁を求めたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 答弁ありませんか。町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの向出議員の御質問でございます。 

  まず、１点、ボイラーの件でございます。現在、ボイラーを使用して全館の空調を動かし

ております。伊左治さんのところについては、基本的に水と電源については分配されており

まして、子メーターがついております。ですから、伊左治さんのところのデイサービスのと

ころの電気代は、基本的にはデイサービスが支払っておられるんですけれども、ホールの分

の空調は分けられなかったということで、現状、ボイラーは朝から入れなきゃ仕方がないと

いうことで、人件費も含めて予算措置させていただいたところでございます。取りあえず以

上です。 

議長（西 昭夫君） 答えになっているか。１番、向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  要するに必要性を言われる場合は、ボイラーの一定保守が要る。しかも、一定使い続けな

ければ悪くなって劣化をしてしまうと。それを防ぐためには、ボイラーの管理の方がいると。

そういう趣旨のことも聞いてきたわけですけれども、それはそれでいいのか。 

  それと、清掃自体は、実際見たところ行き届いていなかった。中は赤さびのようなものが
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お風呂場の中に見られましたけれども、まさにそのためにも清掃員を入れて、ずっと一定の

維持管理は、もちろんリニューアルの時点でさらに再度またお金をかけて、そういうことも

あるんでしょうけれども、そうした劣化を防ぐために維持管理者を入れるという趣旨のこと

があったと思うんですが、そのことが十分機能しているのかしていないのかという点。 

  それから、ホールだけの問題であれば、もっとほかに工夫できないのかと。要するに空調、

電気がいっているということであれば、伊左治さんのところに個別にそうした空調の設備を

何とか整えるほうが、これだけのお金をかけるのであれば安くなる可能性もあるとは思うん

ですが、そういう検討等もされたのか。どうしても今開けなければいけない、この人員を置

かなければいけない理由として、もう少し明確に答弁いただきたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（中 淳志君） まず、１点目の浴槽の清掃でございます。昨年、役場のほうの業務を一

時的にいこいの館に移管したときに、浴槽の清掃状況等々確認をいたしました。現状は、温

泉成分、石灰成分ですけれども、スケールといいますが、白になっているのは石灰成分が付

着していると。茶色くなっているのは鉄分が付着している。それから、窓ガラスに関しては

うろこ汚れというんですかね、それが付着しているという状況でございます。それぞれ専用

の薬剤がないと落ちないと。うろこ汚れについては、業者さんに私個人的に聞いたことがあ

るんですけれども、市販の研磨剤の入っているようなスポンジでは落ちないですと。グライ

ンダーみたいなやつを使って取っていかないと無理ですと。業者さんに頼まないと無理やろ

うねという話になっています。 

  ある程度残っていた洗剤を使って、女湯のほうの掃除を若干してみました。ただ、これは

石灰分を落とすだけの薬剤しか残っていませんでしたので、それでどの程度まで落ちるのか。

これは一つには、裁判資料を作るということで、きちんと管理できていませんでしたという

ことの証明のために、今掃除していたんですけれども、ある程度落ちるんですが、やはり全

体きれいにしようとすると、事業者…… 

（「誰がその質問しているの」と言う者あり） 

町長（中 淳志君） 事業者やないと無理やということでございます。事業者に委託しないと

無理やというふうに思っています。 

  それから、別の電源をつけてというお話なんですけれども、これは随分と空調の付け替え

みたいな話で、かなり当時、子機をつけるというか、子メーターをつけるというときにいろ

いろ検討しはったみたいですけれども、それに関してはできなかったようでございます。私
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もいろいろ調べてみたんですが、なかなか難しいみたいです。子メーターつけるというか、

完全に分けるとなりますと、工事費が非常に莫大なものになるというふうには伺っておりま

す。 

  それから、いこいの館そのものを閉館するわけではございませんので、一定のメンテナン

ス、それから保守管理、そうしたものが必要なんかなというふうに感じています。以上です。 

議長（西 昭夫君） 町長、もう１回言いますけれども、質問に対しては趣旨に沿って簡明に

答えてください。 

町長（中 淳志君） はい。 

議長（西 昭夫君） １番、向出議員。 

１番（向出 健君） 要するに人を置かなきゃいけない理由の中に、ボイラーの管理と浴槽の

清掃も理由として入るのかと聞きたかったわけですね、１つ目は。 

  清掃については、専門業者じゃないと無理だということで、それは今の方にやっていただ

くわけではないということだと思うんですが、そうしますと、あと残るのは、ボイラーの関

係と保守点検等と言いましたけれども、ボイラー以外にどこに一定保守点検の必要があるの

か。そういうところがよく分からないわけですけれども、それともう一つ、万が一の対応

等々ということも言われましたけれども、これだと人を置かなきゃいけないような理由にな

ってこないんではないかなというふうには思うんです。空調の関係は難しいということで、

電源を入れておかなきゃいけないということはあったとしても、人を置く場合、やはりそれ

なりにないと困るんだというところで、以前、確かに休憩場所としても使っていただいても

いいということは言われていましたから、その点では人がいないのはどうなのかということ

もありますけれども、かけている費用がそれなりの費用ですから、やはりもう少し本当に必

要性があるのか、必要性についての説明が弱いなというふうに感じるんですが、これ今後ど

うされていくのか、このままでいくのか、本当にこれだけの費用をずっと１年間かけていく

のか、そのことについて再度答弁を求めたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの向出議員の御質問でございます。 

  開館している以上、何らかの事態が起きたとき、いたずらされたりというようなこともあ

っても困りますし、きちんと管理は行政のほうでしないといけないということで任用職員を

配置するという形での予算になっております。他の保守業務、業務全ては、これは業者さん

にお願いするんですが、何か異常あったときの対応とかもしていただかないといけません。
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そういうことで１名任用職員を配置するということで、今年度、予算措置を計上させていた

だいております。以上です。 

（「ちゃんと質問と答弁聞いて、同じ質問を俺らがせんでええようにしてもらわ

んと、これ総務の１款でやられて、３つしかできへん、だっと質問してもえら

いことになる。全然収拾つかへん」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） 求めていた答えになっているか。 

（「そこじゃないって。趣旨とちゃんと合うてるのかどうかちゃんと采配したら

なあかん」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） 認めますよ。１番、向出議員。 

１番（向出 健君） ４回目ですが、お許しいただきましたので、再度質問します。 

  要するに開館している理由というのも一緒なんですよ。つまり人を置かなきゃいけない、

もしくは開館しなければいけない理由は一緒なんですね。なのに、開館している以上はと言

って、開館している以上は人を置かなきゃいけないと言ったのでは、同じことを言っている

だけなので、そうじゃなくて、開館しなきゃいけない、人を置かなきゃいけない理由として

は、ボイラー管理ぐらいなんじゃないかと。それも毎日置かなきゃいけないのかとか、いろ

いろそのあたりの検討はされたんだろうかとか、人を置くと人件費、もちろん雇用にもなる

ので、その点のこともあるとは思うんですけれども、そのあたりというのは本当に検討され

たのか。開けているからというのでは理由にならないと思うんですよね。なぜ開けるのか、

そのなぜ開けるのかの理由を聞いているわけですね。それがボイラーの管理ぐらいが実際は

人がいる大きな理由なのか、それ以外にもっと大きな何か理由があるのか、そのあたりをも

う少し分かりやすく端的に答えていただければと思います。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（中 淳志君） 今の向出議員の御質問の趣旨というのは、平日、開館をしておかなけれ

ばいけない、その理由だというふうに受け止めています。いこいの館につきましては、先ほ

ど申し上げましたように、デイサービスも入っておりますし、現在、社協も入っております。

いこいの館自体を現在閉館しているわけではございませんで、閉館できないのかというほう

に問題を変えてみますと、やはり２つの団体さんが現在入っておられる以上、きちんといこ

いの館としての管理をしなければいけない。そのためには、職員も配置しなければいけない

ということで、先ほど前田参事のほうからも説明ありましたけれども、当初、人を省こうか

という話もしたんですが、それではきちんと管理していることにならないということで、現
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在の予算措置を当初予算として計上させていただいたわけでございます。結局、２つの団体

さんがいてはるんでということが最大の理由になってきます。土日は基本的には利用予約が

ない場合は閉めても大丈夫だということで判断させていただきました。以上です。 

議長（西 昭夫君） 答えになっているか。 

（「なっていないよ」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） 許可します。１番、向出議員。 

１番（向出 健君） 再度許可いただきましたので、質問させていただきます。 

  より正確に言いますと、要するに空調等を動かしておかなきゃいけないという意味におい

ては必要だという話は理解しますけれども、要するに端的に言いますと、空調は電源を入れ

ます。だけど、いこいの館自体、鍵をかけても入れないようにしておくという形でできない

のかと、例えばですよ。例えばそういう形も検討の余地はあったんじゃないかと。例えばそ

れはどうなのか。正確に言うと、もちろんその電源を入れている状態も開館だと呼ぶのであ

れば、開館と人を置くのは全く同一ではありませんけれども、そのあたりを聞いているわけ

ですね。 

  社協については、当然エレベーターがあって、バリアフリーの観点からいうと、確かにあ

の場所は便利だということで、そういう意向もあって残っているんですが、もともとは一時

的に入ってそのままおられるという形なので、それでこれだけのお金をかけるのであれば、

社協のほうには何とか戻ってもらうか、別のつむぎてらすなり違うところに行ってもらうな

り、そういう考えもあるんじゃないかと、そのためだけでいいのかと。 

  デイサービスについては、空調の関係だけであれば、電源さえ入れていればいいというこ

とであれば、それで済むとは思うんですが、そのあたりはどうしても必要だというところの

検討の具体的な理由とか何か見えてこないので、そのあたりをもう少しどこまで議論が煮詰

まったのか、今後も見直していくのかも含めてもう一度お願いしたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの向出議員の御質問でございます。 

  デイサービスの空調の問題です。私がこれまでいろいろなところで経緯を調べたところで

すと、この空調については分けられへんかったというような結論になっていたと思います。

仮に独立した電源を引き込むとなると、かなりのお金がかかってしまうというような状態だ

ったので、空調については諦めたというか、別電源、エコ電源にはできなかったというふう

に聞いています。本当にそうなのかと言われると、確認というか、検討したわけではござい
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ません。ただ、かつての経緯でそういう経緯があったということでございます。 

  それから、社協さんについては、向出議員おっしゃったようにバリアフリー状態になれる

ので、あそこに入れてくださいという要望がありまして、役場内で議論した結果、何も使わ

ないで開けておくならということで入っていただいたという経緯がございます。どうやった

ら経費を抑えられるかということで、職員含めて頭ひねって、今この状態の予算計上させて

いただいています。 

  空調については、もう一度再度確認させていただいて、機会があればまた報告させていた

だきたいと思います。以上です。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  私は、初めに言いましたよね。平日も閉館したらというようなことで、事務局のほうから

社協も入っているから閉館できないというような話があったということで、平日も閉館した

らということで言っていたんですけれども、今、デイサービスのほうも、電源を別にしたら

かなり金額がかかると。その金額もちゃんと調べないで、この１，５００万円かかるわけで

すよ。やはりそこをちゃんと調べて、この１，５００万円もかかるのかどうかというあたり

も、どっちがメリットあるんかというあたりもちゃんと考えた上で予算計上していただきた

いと思うんですが、どうでしょうか。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（中 淳志君） 直近で調べているわけではございません。かなり古い、今の電源を分け

る、水道もやったと思うんですけれども、メーター、子メーターをつけて分けるというとき

に、空調も含めて電源を全く別の系統にするということで、そうするとこれぐらいの経費が

かかったというのは私も見ておりますので、今ここで幾らなんやと言われたら、すぐ返事で

きないんですけれども、その経費がその当時どれぐらいかかったんかという見積りといいま

すか、それは出ておりますので、また後でよければ報告はさせていただきます。 

（「進まへん。理解できひん」「動議出すか、動議」「否決でええかな。ちょっ

と議運か何かしてくれたほうがいいと思うわ。進まへん」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） 暫時休憩します。 

休  憩   午後１時４８分 

再  開   午後３時４０分 

議長（西 昭夫君） 休憩前に引き続き再開します。 



４５ 

  町長に申し上げます。町長におかれましては、議員の質疑に対する答弁について食い違い

が多く見受けられます。再三注意を行いましたが、改善が見られず、議会運営に支障を来し

ていますので、ただいま副議長と共に口頭にて注意喚起を行いました。今後このようなこと

がないよう真摯に受け止め、説明責任を果たしていただくよう求めます。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） お諮りします。日程第１、議案第２３号の質疑の途中ですが、日程の順

序を変更し、日程第２、議案第２４号から日程第５、議案第２７号までの４件を先に審議し

たいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） 異議なしと認めます。 

  日程の順序を変更し、日程第２、議案第２４号から日程第５、議案第２７号までの４件を

先に審議することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第２、議案第２４号、令和５年度笠置町国民健康保険特別会計予算

の件を議題とします。 

  議案の説明を求めます。税住民課長。 

税住民課長（石原千明君） 議案第２４号、令和５年度笠置町国民健康保険特別会計予算の件

につきまして御説明いたします。 

  初めに、歳入について説明いたします。 

  なお、一部説明を省略させていただくことがございますので、あらかじめ御了承ください。 

  令和５年度につきましては、令和４年度と大きく変動するものを説明させていただきます。 

  なお、国民健康保険税につきましては、保険税率を据置きとさせていただき、算出をして

おります。 

  ８ページをお願いします。 

  ４款府支出金、１項府補助金、本年度予算額１億７，７６６万６，０００円、対前年度比

７４１万７，０００円の増額。歳出の療養諸費及び高額療養費等に係る経費分のほか、特別

調整交付金分を計上しております。 

  なお、例年、特定健診の自己負担を徴収し、雑入で計上しておりますが、令和５年度は自

己負担金を徴収しないという方向でさせていただきたいと思い、雑入には計上しておりませ

せん。 
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  続いて、歳出について御説明いたします。 

  １１ページを御覧ください。 

  ２款保険給付費、１項療養諸費で６１３万７，０００円を増額し、１億４，６８０万

６，０００円を計上しております。令和４年度の推計を含めた３か年平均に医療費伸び率を

上乗せし、算出をしております。 

  次に、１４ページ、３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分で３，０２７万円、

２項後期高齢者支援金等分の１，０１７万８，０００円、３項介護納付金分の３７５万

７，０００円、これらにつきましては、京都府から示されました市町村保険事業費納付金の

額でございます。 

  以上、歳入歳出予算の総額は、前年度比６３３万２，０００円の増額となり、歳入歳出そ

れぞれ２億１，４３０万６，０００円となります。以上で説明を終わります。 

議長（西 昭夫君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） これで質疑を終わります。 

  以上で議案第２４号の質疑を終わります。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第３、議案第２５号、令和５年度笠置町簡易水道特別会計予算の件

を議題とします。 

  議案の説明を求めます。建設産業課長。 

建設産業課長（福島 学君） 失礼いたします。 

  議案第２５号、令和５年度笠置町簡易水道特別会計予算の件について御説明いたします。 

  初めに、歳入について７ページをお願いいたします。 

  １款分担金及び負担金、１項分担金、１目衛生費分担金でございます。簡易水道分担金、

給水工事分担金、新設加入分として２０万９，０００円を計上しております。 

  ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目衛生費使用料で、現年度使用料、基本料金では

１，０８９万１，０００円、超過料金では１，４０８万２，０００円の合計２，４９７万

３，０００円を計上しております。令和４年度の使用実績推移より見込んでおります。また、

滞納分につきましては、前年同額１０万円を計上させていただいております。 

  次の２項手数料、１目衛生費手数料、１節簡易水道手数料で４万７，０００円を計上して

おります。給水工事事業者の更新手数料等でございます。 
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  ４款繰入金、１項一般会計繰入金では、人件費財源充当分など合計で３，３９８万

９，０００円をお願いさせていただいております。 

  ８ページ、５款では、繰越金、前年度繰越金１０万円を計上させていただいております。 

  続きまして、歳出に移らせていただきます。 

  ９ページをお願いいたします。 

  １款総務費、総務管理費、一般管理費で１，２７０万円、職員給与費等人件費を計上して

おります。 

  ２款衛生費、上水道費、簡易水道施設費でございます。主な内容としましては、１節報酬

では１０７万円を計上しておりまして、浄水場等の見回り報酬等でございます。 

  １０節需用費では合計１，０３８万８，０００円を計上させていただいており、主な内容

につきましては、水道施設、浄水場等光熱水費で６１６万３，０００円、修繕料で塩素注入

機の取替修繕などにおいて２５１万６，０００円を計上させていただいております。 

  次の１１節役務費では、テレメータ回線使用料９２万５，０００円や、給水車を含めた公

用車の車検手数料を計上させていただいております。 

  また、１２節委託料で１，００９万７，０００円を計上しております。大きな内容としま

しては、水質検査委託料に３１８万８，０００円、機器等設備保守点検委託料において急速

ろ過機の保守点検で４３０万円、浄水装置等の保守点検に８６万円などで５１６万

９，０００円を上げさせていただいております。 

  工事請負費では、施設整備といたしまして、ろ過池のろ過砂の補充、洗浄整備工事として

３６１万９，０００円をお願いさせていただいております。 

  負担金、補助及び交付金では、日本水道協会及び全国簡易水道協議会負担金として７万

６，０００円を計上しており、本年度も引き続き各協議会を通して補助制度の拡充など要望

してまいります。 

  また、研修参加費としまして、水道技術管理者資格取得講習会への参加で２６万円を計上

させていただいております。 

  公課費は消費税及び地方消費税として、令和５年度の申告予定額として１５８万

８，０００円を計上しております。 

  ３款公債費では、元金、利子とも地方債償還表に基づき合計１，７０８万９，０００円を

計上させていただいております。 

  以上、歳入歳出の総額はそれぞれ５，９４２万円となっております。 
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  以上で簡易水道特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 

議長（西 昭夫君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。３番、大倉議員。 

３番（大倉 博君） 今説明してもらったように、使用料が２，５００万円余り、そして一般

会計からの繰入れが３，３００万円余り、これがここ何年か前はとんとん、６，０００万円

やったら３，３００万円ぐらいやったけれども、だんだんと水道利用料が減っているという

こと。 

  そして、これ以前も質問させてもらったんですけれども、平成３１年度の特別会計の審査

意見書のところで、最後にこういうことが書いてある。ほんで私もこういうことを言ったん

ですけれども、現に水道担当課において、笠置町簡易水道事業の経営戦略の策定に向け進め

られていることであり、水道料金の改定を含めた計画となることということも書いておりま

す。 

  その間も、和束町も去年ですかね、上げられたと思うんですけれども、これで人口が減っ

てきたら、余計逆転、６割とかだんだん２割とか変わってくると思うんです。これどのよう

に考え、本当に改定されるかどうか、ここにそういうことを審査で書いていましたから、私

もこれ前に質問させてもらったと思うんですけれども、平成３１年度、もう既に時もたって

いるから、本当にこのここに書いているように、水道料金の改定なんかは考えておられるん

ですか。それともどうなんですか。 

議長（西 昭夫君） 建設産業課長。 

建設産業課長（福島 学君） ただいまの大倉議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  料金改定についてですが、本来ですと、経営戦略に基づいて令和４年度からの見直しにつ

いての検討をしておりましたが、御承知のとおり新型コロナウイルス感染症の関係、またウ

クライナ情勢による物価高騰により、改定を見送っております。 

  議員御指摘のとおり、簡水会計においては、一般会計からの繰入れが多額になっており、

令和５年度当初においても、多額の負担をお願いさせていただいておるところでございます。

少しでも繰入れを減らせるよう、また安心・安全の水の供給、また将来世代への負担を減ら

すために、料金改定については時期や状況等を鑑みながら考えていきたいと思っております

ので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。以上です。 

議長（西 昭夫君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） これで質疑を終わります。 
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  以上で議案第２５号の質疑を終わります。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第４、議案第２６号、令和５年度笠置町介護保険特別会計予算の件

を議題とします。 

  議案の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） それでは、議案第２６号、令和５年度笠置町介護保険特別会計

予算の件について御説明をさせていただきます。 

  令和５年度笠置町介護保険特別会計歳入歳出予算総額につきましては２億９，７５９万

５，０００円で、前年度より４．１％の増となっております。 

  それでは、７ページをお願いいたします。 

  歳入から説明をさせていただきます。 

  １款保険料、１項介護保険料では、被保険者約６２０人を対象に特別徴収、普通徴収を合

わせて４，８５３万７，０００円を計上いたしております。 

  ３款国庫支出金では、１項国庫負担金で４，８８８万３，０００円、２項国庫補助金で合

わせまして２，１９８万３，０００円を計上させていただいております。介護給付費や地域

支援事業費等の国負担分となっております。 

  次、４款支払基金交付金、１項支払基金交付金では、２号被保険者の負担分として

７，４８４万８，０００円を計上いたしております。 

  ５款府支出金では、１項府負担金で３，９９１万１，０００円、２項府補助金で２４４万

３，０００円を計上いたしております。国と同様に、介護給付費等の府負担分でございます。 

  ９ページをお願いいたします。 

  ７款繰入金、１項一般会計繰入金では、介護給付費の町負担分や事業費に関する費用など

４，８４３万８，０００円を計上いたしております。 

  ７款繰入金、２項基金繰入金では１，０６７万円を計上いたしております。 

  １０ページ下段、９款諸収入、３項雑入では、一般介護予防事業費やケアプラン費の介護

予防計画費等で８６万８，０００円を計上いたしております。 

  続きまして、１１ページ、歳出を説明させていただきます。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、介護保険事務全般に関わる費用とし

て１５２万３，０００円を計上いたしております。今年度につきましては、ファイヤーウォ

ールや伝送用端末更新による委託の増として、前年に比較して１０７万９，０００円増とな
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っております。 

  ２項徴収費では、保険料の決定通知などの費用として６万９，０００円を、１款総務費、

３項介護認定審査会費では、認定審査や認定審査会に関わる費用として９７万６，０００円

を計上いたしております。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費では、１目居宅介護サービス給付費で１億

１，９３８万３，０００円を計上いたしております。デイサービスなど在宅の方のサービス

として計上いたしております。 

  なお、令和４年度支出見込みからの当初の予算計上でショートステイ利用者の増などによ

り、前年度９５９万６，０００円の増となっております。 

  ３目施設介護サービス給付費では、特養など施設入所されている方に対してのサービス費

用として１億５５５万９，０００円を計上いたしております。 

  続きまして、１３ページ、２項介護予防サービス等諸費でございます。 

  介護予防サービスについては、要支援の方のサービスで、全体で４万９，０００円の減と

ほぼ横ばいと見込んでおります。 

  ４項高額介護サービス等費では、１か月の自己負担が上限を超えた場合に支給する費用と

いうことで８１０万７，０００円を計上いたしております。 

  続きまして、１５ページをお願いします。 

  ５項高額医療合算介護サービス等費でございます。これにつきましては、医療と介護を年

間で合算し、限度額を超えた場合に支給する費用でございまして、令和５年度は１４６万

３，０００円を計上しております。 

  ６項特定入所者介護サービス等費では、低所得者の方が施設入所された場合の居住費と食

費の軽減に関わる費用ということで１，２６６万２，０００円を計上いたしております。 

  ３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費、１目介護予防・生活支援

事業費では、要支援の方の訪問介護や通所介護に係る費用として１７６万２，０００円を計

上いたしております。 

  ２項一般介護予防事業費では、介護予防事業に関わる経費や住民が主体となって行う予防

事業の助成に関わる費用として１７９万８，０００円を計上いたしております。 

  １７ページでございます。 

  ３項包括的支援事業・任意事業で１目一般管理費では、人件費が主となっております。 

  ３目権利擁護事業費では、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てがで
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きない方について、親族等に代わって町長が家庭裁判所に申立てを行い、申立てに必要な費

用の一部、または全額を町が負担するということで、２件分で４３万２，０００円を併せて

計上いたしております。 

  ４目任意事業費では、紙おむつの購入助成や認知症サポーター養成に関わる費用として

３１万円を計上いたしております。 

  以上で介護保険特別会計予算について説明を終わらせていただきます。 

議長（西 昭夫君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） これで質疑を終わります。 

  以上で議案第２６号の質疑を終わります。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第５、議案第２７号、令和５年度笠置町後期高齢者医療特別会計予

算の件を議題とします。 

  議案の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） それでは、議案第２７号、令和５年度笠置町後期高齢者医療特

別会計予算の件について御説明させていただきます。 

  令和５年度につきましては、歳入歳出予算総額が６，７３７万３，０００円で、前年度よ

り４．３％の減となっております。 

  予算書７ページをお願いいたします。 

  その前に、なお一部説明を省略させていただくところがありますので、御了承ください。 

  ７ページをお願いいたします。 

  歳入のほうから説明させていただきます。 

  １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料では、広域連合の通知に基づき

２，３９８万８，０００円を計上いたしております。 

  ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金では１，２６８万４，０００円を

計上いたしております。 

  ２節の保険基盤安定繰入金では、保険料軽減分として町負担、府負担合わせて８９６万

６，０００円を計上いたしております。 

  ３節事業費繰入金では、保健事業に関わる費用として１５９万７，０００円を計上してお

ります。 
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  ２目療養給付費繰入金では、療養給付に関わる町の負担として連合の通知に基づき

２，９８９万１，０００円を計上いたしております。 

  ８ページ下段をお願いいたします。 

  ５款諸収入、４項雑入では５８万６，０００円を計上させていただいております。保健事

業費に対する補助金でございます。 

  続きまして、９ページ、歳出を説明させていただきます。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金では、広域連合に納付する費用として事務負担金、徴

収した保険料を納付する保険料等負担金、保険料軽減分の負担金、療養給付に対する負担金、

全て連合からの通知に基づきまして、合わせまして６，４６９万４，０００円を計上いたし

ております。 

  ４目の償還金では、補助金分を差し引いて繰り入れる予定でございましたが、令和４年度

も全額繰り入れた後に償還するということで、過年度分の金額で５８万６，０００円を計上

いたしております。 

  ４款保健事業費、１項保健事業費、１目健康増進推進事業費では、人間ドックや特定健診

に関わる費用ということで、合わせて１５９万７，０００円を計上いたしております。 

  以上で後期高齢者医療特別会計予算についての説明を終わらせていただきます。 

議長（西 昭夫君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） これで質疑を終わります。 

  以上で議案第２７号の質疑を終わります。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） お諮りします。本日の会議はこれで延会したいと思います。ご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） 異議なしと認めます。したがって、本日はこれで延会することに決定い

たしました。 

  本日はこれで延会します。 

  第３日目は３月２３日午前９時半から開会します。通知は省略します。 

  本日は御苦労さまでした。 

延  会   午後４時０６分 


